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１－１－１ 適 用 

第 １ 編 共 通 
第１章 総 則 

１．水道工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、津山市水道局（以下「局」という。） 
が発注する工事に係る工事請負契約書（頭書を含み以下「契約書」という。）、及び設計図書 
の内容について、統一的な解釈運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約 
の適正な履⾏の確保を図るためのものである。 

 

 
２．契約書及び共通仕様書を含む設計図書（以下「契約図書」という。）に記載された事項以外 
は、建築工事共通仕様書（国土交通省⼤臣官房官庁営繕部監修）及び岡山県土木工事共通仕 
様書に添付の｢土木工事施工管理基準｣、｢保安施設設置基準｣、｢建設工事に伴う騒音振動対策 
技術指針｣、｢薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針｣、｢道路⼯事現場におけ 
る保安施設設置基準について｣、｢建設副産物関係｣、「電気通信設備工事共通仕様書」によ
る ものとする｡ 

 

 
３．受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「津山市水道事業の契約に関する規程」、
「津山市水道事業配水管布設工事の施⾏技術の確保に関する規程」に定める監督・検査体制
のもとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守
しな ければならないものとする。 

 

 
４．契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められ 
ている事項は、契約の履⾏を拘束するものとする。 

 

 
５．工事数量総括表、特記仕様書、図面、又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面か 
らの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受け 
なければならないものとする。 

 

 
６．受注者は、信義に従って誠実に工事を履⾏し、監督員の指示がない限り工事を継続しなけ 
ればならない。ただし、契約書第 17 条に定める内容等の措置を⾏う場合は、この限りではな 
い。 

 
７．設計図書は、SI 単位または非 SI 単位を使用するものとする。 

 
１－１－２ 用語の定義 
１．監督員とは、津山市⻑から委任されて、工事の施工について受注者又は現場代理⼈を指示、
監督する者をいう。 

 
２．契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

 
３．設計図書とは、工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回 
答書をいう。 

 
４．工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 

 
５．図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更⼜は追加された設計図及 
び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書
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及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むもの 
とする。 

 

 
６．仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称し 
ていう。 

 

 
７．共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等 
工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型 
的な内容を盛り込み作成したものをいう。 

 

 
８．特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的 
要求を定める図書をいう。 

 

 
９．現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説 
明するための書類をいう。 

 

 
10．質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注 
者が回答する書面をいう。 

 

 
11．指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、 
実施させることをいう。 

 

 
12．承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面に 
より同意することをいう。 

 

 
13．協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の⽴場で合議 
し、結論を得ることをいう。 

 

 
14．提出とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又はその 
他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

 

 
15．提示とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又はその 
他の資料を示し、説明することをいう。 

 

 
16．報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせるこ 
とをいう。 

 

 
17．通知とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項 
について、書面をもって知らせることをいう。 

 

 
18．書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発⾏年⽉日を記載し、署名又は押印したもの 
を有効とする。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたはＥメールにより伝達できるものとするが、後 
日有効な書面と差し替えるものとする。 

（２）電子納品を⾏う場合は、別途監督員と協議するものとする。 
 
19．確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容に
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ついて契約図書との適合を確かめることをいう。 
 
20．⽴会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをい 
う。 

 

 
21．段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、 
品質、規格、数値等を確認することをいう。 

 
22．工事検査とは、検査員が契約書第 26 条に基づいて給付の完了の確認を⾏うことをいう。 

 
23．検査員とは、津山市水道局工事検査規程第２条の規定に基づき、工事検査を⾏うために発 
注者が定めた者をいう。 

 

 
24．中間技術検査とは、津山市水道局工事検査規程に基づき、発注者が必要と判断したときに 
⾏う施工途中の検査。若しくは、工事目的物の完成前において、発注者がこれを使用する必 
要が生じた場合に⾏う検査をいう。なお、請負代⾦の支払いを伴うものではない。 

 

 
25．随時検査とは、津山市水道局工事検査規程に基づき、工事の施工途中段階において、発注 
者が特に必要と認められる場合に⾏う検査をいう。なお、請負代⾦の支払いを伴うものでは 
ない。 

 

 
26．同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がな 
い場合には、監督員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、若しくは、監督 
員の承諾した品質をいう。なお、試験機関の保証する品質の確認のために必要となる費用は 
受注者の負担とする。 

 

 
27．工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含め 
た始期日から終期日までの期間をいう。 

 
28．工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。 

 
29．工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又 
は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日をいう。 

 
30．工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 

 
31．本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

 
32．仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 

 
33．工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。 

 
34．現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定さ 
れる場所をいう。 

 
35．SI とは、国際単位系をいう。 
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36．現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発 
注者に帰属する。 

 
37．JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系 

（ＳＩ）移⾏（以下「新 JIS」という。）に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧JIS 

に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用出来るものとする。 
 
38．JWWA 規格とは、日本水道協会規格、JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格、WSP 規 
格は、日本水道鋼管協会規格、PTC規格とは、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をい
う。 

 
１－１－３ 設計図書の照査等 
１．受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与するこ  
とができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販されているもの
については、受注者が備えるものとする。 

 
２．受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 16 条第 1 項に係わる設計図書の照査を 
⾏い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、 
確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、 
取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明又は書 
面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 

 

 
３．受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員 
の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

 
１－１－４ 工程表及び請負代⾦内訳書の提出 
１．受注者は、契約書第３条に規定する工程表を工事着手日までに所定の様式に基づき作成し、監
督員を経由して発注者に提出しなければならない。 

 
２．受注者は、発注者が「請負代⾦内訳書」の提出を求めたときは、すみやかに監督員を通じ 
て発注者に提出しなければならない。 

 
１－１－５ 施工計画書 
１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工  
計画書を、監督員に提出しなければならない。また、工種毎の詳細な計画書が必要な場合は、
各工種の施工 10 日前までに監督員に提出しなければならない。 

 
２．受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

 
３．受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。ただし、維持工事等 
簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。また、 
受注者は、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 
（１）工事概要 （工事名称・工事場所・工期・請負代⾦額・発注者名・請負業者名・工事内 
容等） 

（２）計画工程表（全体の工程を大まかに表現したもので、バーチャート等で各種の作業開始 
と終りを表示）実施工程表で計画工程表の代わりが十分に足りる場合には、監督員の承諾 
を得て計画工程表の提出を省略することができる。 
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（３）工事に含まれて発注する委託の相手方及び内容 
（ガードマン、掘削残土の運搬、設計・測量調査・土質調査・家屋等調査、各種試験（土研式  
貫入試験を含む）の委託等工事に含まれて発注する委託の相手方及び内容） 

（４）安全管理（安全管理対策・第三者施設安全管理対策・安全教育及び訓練活動等） 
（５）使用機械（設計図書で指定されているものについて機械名・規格・台数等を記載） 
（６）主要資材（設計図書で数量確認を⾏う資材について、品名・規格・単位・予定数量等を  
記載） 

（７）施工方法（仮設備計画を含む） 
（基準点配置・地下埋設物防護方法・作業時間・交通規制・工種毎の作業フロー・指定仮設・  
任意仮設・仮置場・工事全体に共通する仮設備の配置計画、位置図、概略図等） 

（８）施工管理計画（各作業毎の工程管理・品質管理・出来高管理の写真管理等） 
（９）緊急時の体制及び対応（異常気象時・地震発生時・災害発生時の体制並びに備蓄資材及  
び連絡系統） 

（10）交通管理（交通処理・交通対策・迂回路の図面や安全施設・案内標識、交通誘導員の配  
置等） 

（11）環境対策（騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁・塵埃等といった生活環境への影響、工事  
現場周辺の自然環境への配慮、工事現場はもとより資材及び機材の運搬等に近接する地域
の生活環境の保全対策等。） 

（12）現場作業環境の整備（作業現場の環境対策やイメージアップの実施内容・実施期間等） 
（13）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理⽅法 
（再生資源利用計画・利⽤促進計画・指定副産物等の下記書類） 
・再生資源利用計画書 
・利⽤促進計画書 
・建設廃棄物処理計画書 
・建設発生土処分承諾書 
・建設発生土受入れ承諾書 

（14）その他（官公庁への手続き、地元への周知等） 
 
５．受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に 
変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員へ提出しなければならない。 

 

 
６．監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければ 
ならない。 

 
１－１－６ 工事カルテ作成、登録 
受注者は、受注時又は変更時において請負代⾦額が 500 万円以上の工事について、実績情報
システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カル
テ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 
10日以内に、登録内容の変更時は変更のあった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内
に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければなら
ない。（ただし、請負代⾦額 500 万円以上 2、500 万円未満の工事については、受注・訂正時
のみ登録するものとする。）また、（財）日本建設情報総合センター発⾏の「工事カルテ受領
書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、
変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

 
１－１－７ 監督員 

１．監督員の選任は、津⼭市⻑が選定し、各工事の⼊札落札後、書面をもって設計図書と併せ受
注者に通知する。 
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２．工事における監督員の職務は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。 

 
３．監督員がその職務を⾏うときは、書面により⾏うものとする。ただし、緊急を要する場合 
は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を⾏えるものとする。口頭による指示等が⾏わ 
れた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

 
１－１－８ 工事用地等の使用 
１．受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって  
維持・管理するものとする。 

 
２．設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とす 
る用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受
注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐⾞場）及び型枠又は 
鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

 

 
３．受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等 
の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努 
めなければならない。 

 

 
４．受注者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示 
に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を 
要求したときも同様とする。 

 

 
５．発注者は、第 1 項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履⾏しないときは 
受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払う 
べき請負代⾦額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用 
に関して発注者に異議を申し⽴てることができない。 

 
６．受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

 
１－１－９ 工事の着手 

受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後すみやかに 
着手し、継続して以後の作業を⾏わなければならない。 

 

 
 

工                     工             
工 

事                     事             
事 

開                     着             
着 

始                     手             
工 日                     日 

 

準 備 準 備 工 工     事 片 付 
 

 
工         期 

 
※ 準 備 : 道 路 使 用 許 可 等 各 種 届 出 、 施 工 計 画 書 の 作 成 、 材 料 手 配 、 打 合 せ 等 
※ 準 備 工 : 現 場 事 務 所 等 の 建 設 、 測 量 、 丁 張 、 準 備 作 業 に 伴 う 伐 採 ・ 除 根 ・ 除 草 等 
※ 片 付 : 検 査 を 含 む 
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１－１－１０ 工事の下請負 
    受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律（平成26年6月改正 法律第55号）第15条2項に基づく書類の提出を⾏
うものとする。なお、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

   ①受注者が工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 
   ②下請業者が津山市建設工事請負契約競争参加資格者である場合には、営業停止、指名停止

期間中でないこと。 
   ③下請負業者は、当該下請⼯事の施⼯能⼒を有すること。 
１－１－１１ 施工体制台帳 

    ①受注者は、別に定める建設業法第24条の7に従って記載した施工体制台帳及び工事作業所
災害防止協議会兼施工体制図を作成し、⼯事関係者が⾒やすい場所に設置するとともに、そ
の写しを監督員に提出しなければならない。 

        ②受注者は①により作成する施工体制台帳に加えて所定の様式（工事担当技術台帳）を作成
し工事現場に備えるとともに監督員に提出しなければならない。なお、様式には、監理技術
者、主任技術者（下請を含む）及び元請負の専門業者（専任している場合のみ）の顔写真、
⽒名、⽣年⽉⽇、所属会社名、専任・⾮専任の別を記載するものとする。 

      また、受注者は、工事の施工を2次以下の下請負に付する場合、建設業法第24条の7第
2項に従って記載した再下請け通知書及び下請負業者編成表の写しを提出すること。 

        ③受注者は、監理技術者、主任技術（下請負業者を含む）及び専門技術者（専任している場
合のみ）に工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札
を着用させなければならない。 

             なお、現場での⽴場（監理技術者等）が明確になるように留意すること。 
    ④受注者は、施⼯体制台帳及び施⼯体系図に変更が⽣じた場合は、その都度速やかに監督員に

提出しなければならない。 
    （①〜④津⼭市⼟⽊⼯事⼀般仕様書） 
 
１－１－１２ 下請負人選定一覧届出書 
１．受注者は、請負⾦額にかかわらず、すべての下請負⼈について下請負⼈専任⼀覧届出書によ
り発注者に届出しなければならない。下請負人選定一覧届出書は、下記のいずれかの事由が生じ
た場合に提出するものとする。 
 ①下請負契約を締結したとき。 
 ②下請負⼈選定⼀覧届出書の記載事項に変更があったとき。 
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１－１－１３ 名札・腕章の着用 
１．受注者は、監理技術者、主任技術者（下受注者を含む）、現場代理人及び元請業者の専門技術
者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及
び社印の入った名札等（参考：表-1.3）を着用させなければならない。（上記内容が明確になれ
ば名札等の様式にはこだわらないものとする。） 
表-1.3  【監理（主任）技術者、現場代理人】名札作成表 

 
監理（主任）技術者、現場代理人 

氏名 ○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ ○   工事 
写真 

 
 
監理技術者・主任技術者はどちらかを表示す
る。ただし、現場代理人と兼ねる場合は、技
術者も表示する。 

 
２cm（横）×3cm 
程    度 

 
工期 自○○年○○月○○日 

至○○年○○月○○日 
 
用紙の大きさは、名刺サイズ以上とする。 

○○○○建設株式会社 印 所属会社の社印とする。 
 
 
 

※１）名札入れ（ビニールケース）に入れ着用する。 
 ２）名札は作業の安全性を確保するため確実に固定のこと。 

 
 
２．受注者は、当該現場を管理する監理技術者、主任技術者（下請を含む）、現場代理⼈のいずれ
かを表示する腕章を着用しなければならない。ただし、主任技術者と現場代理人を兼ねている
場合は、技術者を記載すること。なお、腕章の色は、元請会社は緑色、下請会社は白色とする。 

 
１－１－１４ 受注者相互の協⼒ 
受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協⼒し、施

工しなければならない。また、関連のある電⼒、ガス、通信、下水道施設等の工事及び地方公共
団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協⼒しなければ
ならない。 

 
１－１－１５ 調査・試験に対する協⼒ 
１．受注者は、工事現場で独自の調査・試験等を⾏う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明
し、承諾を得るものとする。また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発
注者に説明し承諾を得るものとする。 

 
２．受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が⾏う調査及び試験に対して、監督 
員の指示によりこれに協⼒しなければならない。 

 

 
３．受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、 
次の各号に掲げる協⼒をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。 
（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協⼒をしなければな 

らない。 
（２）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して⾏う調査・指導の対象になっ 
た場合には、その実施に協⼒しなければならない。 

（３）正確な調査票等の提出が⾏えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するととも 



9  

に賃⾦台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃⾦時間管理を適 
切に⾏わなければならない。 

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当 
該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定 
めなければならない。 

 

 
４．受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調 
査等の必要な協⼒をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。 

 

 
５. 受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査 
等の必要な協⼒をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。 
 
６．入札事業者は、当該工事が低入札調査の対象工事となった場合は、「工事に関する低入札調
査価格制度の取り扱い要領」により調査を⾏うこととするが、必要がある時は発注者からの
事情聴取、調査に協⼒しなければならない。 

 
１－１－１６ 工事の一時中止 
１．発注者は、契約書第 17 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対し
てあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工につい
て一時中止をさせることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ
り、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、
受注者は、適切に対応しなければならない。 
（１）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発⾒され、工事の続⾏が不適当
又は不可能となった場合 

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続⾏を不適当と認めた場合 
（３）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続⾏が不適当又は不可能となった場合 
（４）第三者、受注者、使用人等及び監督員の安全のため必要があると認める場合 
（５）災害等により工事目的物に損害を生じ、又は、工事現場の状態が変動し、工事の続⾏が
不適当又は不可能となった場合 

（６）第 21 条、臨機の措置を要すと監督員が認めた場合 
 
２．発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要 
と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について 
一時中止させることができるものとする。 

 

 
３．前２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に 
関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。 
また、受注者は工事の続⾏に備え工事現場を保全しなければならない。 

 
１－１－１７ 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設
計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 

 
１－１－１８ 工期変更 
１．契約書第 15 条第 1 項、第 16 条、第 17 条第 1 項、第 18 条、第 19 条、第 21 条及び第 40 条
第 1 項の規定に基づく工期の変更について、工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注
者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を
受注者に通知するものとする。 
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２．受注者は、契約書第 16 条第 3 項に基づき設計図書の変更⼜は訂正が⾏われた場合、第 1 
項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする
変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、協議書を監督員に提出しなけ
ればならない。 

 

 
３．受注者は、契約書第 17 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、 
第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要 
とする変更⽇数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、協議書を監督員に提 
出するものとする。 

 

 
４．受注者は、契約書第 18 条に基づき工期の延⻑を求める場合、第 1 項に示す事前協議におい 
て工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延⻑日数の算出根拠、 
変更⼯程表その他必要な資料を添付の上、協議書を監督員に提出するものとする。 

 

 
５．受注者は、契約書第 19 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合、第 1 項に示す事前 
協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出 
根拠、変更⼯程表その他必要な資料を添付の上、協議書を監督員に提出するものとする。 

 
１－１－１９ 支給材料及び貸与物件 
１．受注者は、発注者から支給材料及び貸与物件の提供を受けた場合は、契約書第 14 条第 7項
の規定に基づいて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 
２．受注者は、支給材料及び貸与物件について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常に、 そ
の残高を明らかにしておかなければならない。 

 

 
３．受注者は、工事完成時（完成前にあっても工事工程上支給品の精算が⾏えるものについて 
は、その時点）には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。 

 

 
４．受注者は、貸与建設機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕 
様書によらなければならない。 

 

 
５．受注者は、契約書第 14 条第 1 項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場 
合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監 
督員に提出しなければならない。 

 

 
６．契約書第 14 条第 1 項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督員の指示によ 
るものとする。 

 

 
７．受注者は、契約書第 14 条第 9 項に定める「不用となった支給材料⼜は貸与物件の返還」につ
いては、監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に
対する責任を免れることはできないものとする。 

 

 
８．受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を⾏う場合、事前に監督員の承諾を得なければ 
ならないものとする。 

 
９．受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流⽤してはならないものとする。 

 
10．支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 
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１－１－２０ 工事現場発生品 
受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図
書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 

 
１－１－２１ 建設副産物 
１．受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書に
よるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設
工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっ
ては、監督員の承諾を得なければならない。 

 
２．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト） 
または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示
しなければならない。 また、その写しを工事完了日までに監督員に提出しなければならない。 

 

 
３．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日）、 
汚泥の再利⽤に関するガイドライン（国⼟交通省事務次官通達、平成 18年 6月 12日）再生
資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日）、 を遵守し
て、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

 

 
４．受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律により表-1.4 に該当する建設資材を工事 
現場に搬入する場合には、再生資源利⽤計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に 
含め監督員に提出しなければならない。 

 

表-1.4 再生資源利用計画の該当工事等（法第 10 条） 
 

計画を作成する工事 定める内容 

次の各号の一に該当する建設資材を搬入する建設工事 
１ 土砂………………………… 1,000m3 以上 
２ 砕石………………………… 500ｔ 以上 
３ 加熱アスファルト混合物… 200ｔ 以上 

１ 建設資材ごとの利⽤量 
２ 利用量のうち再生資源 

の種類ごとの利用量 
３ その他再生資源の利⽤ 

に関する事項 
 
５．受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律により表-1.5 に該当する建設資材を工事 
現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計 
画書に含め監督員に提出しなければならない。 

 

表-1.5 再生資源利用促進計画の該当工事等（法第 18 条） 
 

計画を作成する工事 定める内容 
次の各号の一に該当する指定副産物を 

搬出する建設工事 
１建設発生土……………1,000m3 以上 
２ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 合計 200t 以上 
建設発生木材 

１ 指定副産物の種類ごとの搬出量 
２ 指定副産物の種類ごとの再生資源化施設 
又は他の建設工事現場等への搬出量 
３ その他指定副産物に係る再生資源の利用 
の促進に関する事項 

 
６．受注者は、工事の施工に伴い建設副産物が発生した場合には、「公共建設副産物実態調査票
（再生資源利用｛促進｝実施書）」を工事完了日までに、所定の様式に基づき監督員に提出し
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なければならない。 
 
７．受注者は、工事の施工に伴い建設廃棄物が発生する場合は、建設リサイクル法対象建設工 
事の場合は落札後７日以内に建設廃棄物処理計画書に建設廃棄物の運搬経路図を添付し、建 
設リサイクル法対象建設工事以外の場合は工事着手前に建設廃棄物処理計画書を、また、「公 
共建設副産物等実態調査表」を工事完成時に所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しな 
ければならない。 

 

 
８．受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材（解体木屑・ 
伐採木・抜根材）を工事現場から搬出する場合は、再生資源化施設へ処分するものとし、産 
業廃棄物管理表（マニフェスト）により適切に管理するものとする。 

 
９．受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、以下のとおりとする。 
（１）工事間流用する場合は、搬出先の工事監督員及び現場代理人等と協議の上、搬出先現場の
諸状況を考慮して⾏うものとする。 

（２）「改良土プラント」へ搬出する場合は、岡山県が認定した改良⼟等プラントとし、搬出前
までに建設発生土受入れ承諾書（改良土プラント）に建設副産物の運搬経路図（計画）を
添付して監督員に提出しなければならない。また、処分完了後、処分されたことが確認でき
る建設発生土改良証明書（改良⼟プラント）に処分の状況が確認できる一連の写真及び建設
副産物の運搬経路図（実施）を添付し工事完了⽇までに監督員に提出しなければな 
らないものとする。 

（３）建設残土センター（財団法人 岡山県環境保全事業団）へ搬出する場合は、同事業団のホ
ームページに掲載の「建設残土センター利用の手引き」及び「各種様式」によるものとする。 

（４）やむを得ず⺠間処分場等へ搬出する場合は、建設発生土処分承諾書に計画運搬経路図を添
付し、監督員の承諾を得なければならない。この場合、土採取等計画届出受理通知書、林
地開発許可書、開発⾏為許可書（県土保全条例に基づく許可）のいずれかの写し又は、建
設発生土のもらい受け要望書（農地転用手続き等を含む）を添付しなければならない。ま
た、処分完了後、建設発生土処分証明書に処分の状況が確認できる一連の写真及び建設副産
物の運搬経路図（実施）を添付し工事完了日までに監督員に提出しなければならない 
ものとする。 

 
10．受注者は、建設工事に伴い発生した建設汚泥を中間処理業者に処理を委託した場合におい 
て、建設汚泥を中間処理業者が有償売却したときには、売買契約書の写しを工事完了日まで 
に監督員に提出しなければならない。 

 

 
11．受注者は、本工事が特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、 
木材、アスファルト・コンクリート）を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特 
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等 
に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）に 
示す「建設工事の規模に関する基準」(表-1.6)以上の工事（以下「対象建設工事」という。） 
となる場合は、建設工事において発生する特定建設資材を法の定めに従い分別解体等し、分 
別解体等された特定建設資材廃棄物を再資源化等しなければならない。また、当初契約時は、 
対象建設工事外であっても工事着手後、現場条件等により対象建設工事となった場合も同様 
に取り扱うものとする。 
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表-1.6 「建設工事の規模に関する基準」 
 

工 事 の 種 類 規模の基準 摘 要 
 
建築物の解体 建築物の新築・増築 建築物の
修繕・模様替（リフォーム等） その他の工
作物に関する工事（土木工事等） 

80 ㎡以上 
500 ㎡以上 
1 億円以上 
500 万円以上 

 
 
 
 

請負代⾦額 注） 
請負代⾦額 注） 

注）請負代⾦額は、当初契約時には許容価格と読み替える。 
※建設リサイクル法の定めにより、適正に分別解体等・再資源化等しなければならない建設資
材（特定建設資材）はコンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄
からなる建設資材（コンクリート二次製品等）、木材。 

※指定建設資材廃棄物とは、木材が廃棄物となったもの。 
 
（１）受注者は、特定建設資材を分別解体等し、分別解体等された特定建設資材廃棄物を再 資源
化等するための契約事項について、本工事落札後、速やかに監督員と協議を⾏わなけ ればなら
ない。なお、協議にあたっては、建設工事の工程ごとの作業内容及び分別解体の 方法等（手作
業又は手作業及び機械作業いずれか）について十分に検討しておくこと。 

（２）落札者は、契約にあたり、監督員との事前協議の結果に従い、契約書別紙に必要事項 を記
載し、落札後７日以内に監督員に提出すること。また、添付資料として、「建設廃棄物処理
計画書」を提出しなければならない。 

（３）受注者は、契約締結において、建設リサイクル法第 12 条 1 項の規定により、法第 10 条第
１項第 1 号から第 5 項までに掲げる下記の事項を所定の様式（説明書）に記載し、監督員に
提出するとともにその事項を説明しなければならない。 
①解体工事である場合においては、解体する建築物の構造 
②新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 
③工事着手の時期及び工程の概要 
④分別解体等の計画 
 ⑤解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の⾒込み 

（４）受注者は、対象建設工事の「通知」事務が完了したことを監督員に確認した後に工事に着
手しなければならない。なお、通知対象事項に変更がある場合も同様とする。 

（５）受注者は、「建設業の許可票」または「解体工事業者登録票」等の標識に、対象建設工事の 
通知に伴い交付されたステッカーを当該工事の着手前までに監督員より受け取り貼付しなけ
ればならない。 

（６）解体工事業者は、その請負った解体工事を施工するときは、工事着手前に「解体工事業者
登録票」に必要事項を記載し、解体工事現場の公衆の⾒やすい場所に掲げなければならない。 

（７）解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事
の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当
該解体工事に従事しない場合は、この限りではない。 

（８）受注者は、工事の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに、当該順序について、
以下のとおり適正に⾏わなければならない。なお、解体工事の工程に係る分別解体等の方法
は、手作業又は手作業及び機械作業のいずれかの方法によらなければならない。ただし、建築
物の構造上その他の解体工事の施工の技術上困難な場合を除き、建築設備・内装材等及び屋根
ふき材の取り外しについては手作業によらなければならない。 
①建築物にかかる解体工事の工程は次の順序に従わなければならない。（技術上困難な場合
を除く）建築設備・内装材等の取り外し→屋根ふき材取り外し→外装材・上部構造部分の
取り壊し→基礎・基礎ぐいの取り壊し 

②建築物以外の解体工事の工程は次の順序に従わなければならない。 （技術上困難な場合
を除く）さく・照明設備・標識・その他工作物の取り外し→基礎以外の工作物の取り壊し
→基礎・基礎ぐいの取り壊し 
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（９）受注者は、建設工事の分別解体・再資源化等の一部を他の建設業者等に下請け、又は委託
する場合、分別解体等にあたっては、建設業許可業者（土木工事業、建築工事業、とび・土
木工事業）又は同法第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む者（以下「解体工事
業者」という。）に依頼しなければならない。また、再資源化等にあたって は、再資源化等
が確実に実施できる事業者に委託しなければならない。 

（10）受注者は、下請負に付す場合は、下請負人に対して「説明書」に記載されている内容その
他を告知しなければならない。 

（11）受注者は、指定建設資材廃棄物の再資源化に当たり、その施設が機器の故障等で受け入れ
ない場合や、施設の処理能⼒が一杯で受け入れ不可等の場合は、「指定建設資材廃棄 物の再
資源化施設調査結果報告書」にその理由等を記載して監督員に報告し、指示を受 けなけれ
ばならない。 

（12）受注者は、建設リサイクル法の定め等により監督員が提出物等の変更を求め、又は追加す
る場合は指示に従わなければならない。 

（13）受注者は、本工事着手後、特定建設資材が新たに発生した場合、又は契約書別紙に変更が
生じる場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。 

（14）対象建設工事の受注者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したと
きは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、再生資源化が完了した年月日、再生資 源化等を
した施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を所定の様式に記載し、 監督員に報
告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを 保存しなけれ
ばならない。 

 
１－１－２２ 監督員による検査（確認を含む）及び⽴会等 
１．受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の検査（確認を含む）及び⽴会に
あたっては、あらかじめ別に定める検査（確認を含む）願及び⽴会願を監督員に提出しなけ
ればならない。主要な工事段階の区切りにおける段階確認については、設計図書または、監
督員が指示するので、これを施工計画書に記載するとともに段階確認を受けなければならな
い。 

 
２．監督員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応 
じ、工事現場又は製作工場に⽴ち入り、⽴会し、又は資料の提出を請求できるものとし、受注
者はこれに協⼒しなければならない。 

 

 
３．受注者は、監督員による検査（確認を含む）及び⽴会に必要な準備、人員及び資機材等の 
提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。 なお、監督員が製作工場において⽴会
及び監督員による検査（確認を含む）を⾏う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わ
った執務室を無償で提供しなければならない。 

 

 
４．監督員による検査（確認を含む）及び⽴会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、 
やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

 
５．受注者は、契約書第 9 条第 2 項第 3 号、第 12 条第 2 項又は第 13 条第 1 項若しくは同条第 
 2 項の規定に基づき、監督員の⽴会を受け、材料検査（確認を含む）に合格した場合にあって 
も、契約書第 15 条及び第 26 条に規定する義務を免れないものとする。 
 

６．段階確認は、次に掲げる各号に基づいて⾏うものとする。 
（１）受注者は、表-1.7 段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければ
ならない。主要な工事段階の区切りにおける段階確認については、設計図書または、監督
員が指示するので、これを施工計画書に記載するとともに段階確認を受けなければならな
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い。 
（２）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所定の様式
により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知
があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 

（３）受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員が押印し確認した箇所に係わる書面を、
検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

（４）受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供す
るものとする。 

 
７．監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この 
場合において、受注者は、受注者の費用負担で施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員 
にこれらを提示し確認を受けなければならない。 

表-1.7 段階確認一覧表 
工 種 細別 段階確認の時期 確認事項 

 
土 工 

 
道路土工 

土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 

切⼟、盛⼟完了時 路床のプルフローリング、基準高、現場密 
度 

  

河川土工 着工前 法線 
土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 

 
 
 
 
 
 
 
基礎工 

矢 板 工 矢板完了時 枚数、基準高、根⼊⻑、変位 
 
杭 基 礎 
（既製杭） 

下杭完了時 現場溶接継手 
 
杭完了時 

本数、基準高、偏⼼量、杭⻑（根⼊⻑） 
⽀持⼒の確認(打止め貫入量) 
支持層、先端処理の確認（中堀り工法） 

 
 
杭 基 礎 
（現場打杭） 

土質の変化時 
（深礎、全旋回） 

契約上の土質及び岩分類判定 

掘削完了時 掘削深さ(根入⻑)、支持層の確認 
鉄筋組⽴ 鉄筋径、本数間隔、継手、鉄筋段落し位置 
杭完了時 本数、基準高、偏⼼量、杭径 

法面工 コンクリート吹付 
(モルタル) 

ラス張完了時 施工状況の確認 

 
 
 
 
一 般 
構造物 

 
擁 壁 工 
函 渠 工 
管 渠 工 
水 路 工 
えん堤工 

土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 

床堀完了時 支持地盤の適否の確認（小構造物は除く） 
基礎基準高（重要構造物み） 

 
鉄筋組⽴完了時 

鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 
（小構造物は除く） 

鉄筋段落し所 
 
 
えん堤工 

 着工前 位置 
土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 
床堀完了時 基準高、幅 

 

護岸工 コンクリート張工 
ブロック張工 

土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 
床堀完了時 基礎基準高 

 
舗装工 

 
舗 装 

路盤工(各層)完了時 プルフローリング 
基準高(下層路盤)、幅、厚さ、現場密度 

舗装工(各層)完了時 幅、厚さ 
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橋 梁 
下部工 

 
 
橋台・橋脚 

土質の変化時 契約上の土質及び岩分類判定 
床堀完了時 支持地盤の適否の確認、基礎基準高 

鉄筋組⽴完了時 鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 
鉄筋段落し箇所 

 
 
 
橋 梁 
上部工 

 
鋼 橋 

仮組⽴完了時 寸法確認、添接部、取合部、溶接確認 
仮設完了時 寸法確認、添接部、取合部、溶接確認 
支承据付完了時 位置、寸法確認 

コンクリート 
床 板 

鉄筋組⽴完了時 鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 
有効高 

橋 梁 
上部工 

ＰＣ橋上部 
ポステン 

鉄筋組⽴完了時 
（主桁、横桁） 

鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 

  ＰＣケーブル配線 シース、ＰＣ鋼線の配置等 
プレストレス導入時 
（主桁、横桁) 

緊張確認 

主桁製作完了時 幅、高さ、桁⻑、横方向タワミ 
支承据付完了時 位置、寸法確認 

 
 
ＰＣ橋上部 
プレテン 

鉄筋組⽴完了時 
（横桁） 

鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 

プレストレス導入時 
（横締) 

緊張確認 

支承据付完了時 位置、寸法確認 
 
 
塗装工 

 
 
塗 装 

ケレン完了時（塗替え） 施工の状況 
現場塗装完了時 塗膜厚 
塗装(各層)完了時 
(塗替えの場合) 

使用量 

薬 液 
注入工 

薬 液 注 入 注入完了時 注⼊量の確認 
注入効果の確認 

 
 
 
 
 
トンネル 

掘 削 
支保パターン 

土質の変化時 契約上の土質及岩分類判定 

吹付コンクリート 吹付完了後 厚さ 
ロックボルト ロックボルト完了後 ⻑さ（残尺）、間隔 

インバート 掘削完了後または 
鉄筋組⽴完了後 

厚さ、 
鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 

覆 工 セントル組⽴完了後 
または鉄筋組⽴完了後 

厚さ、 
鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 

準備工 丁張り 丁張設置時 基準高 
 
現場打 
擁壁工 

コンクリート工 コンクリート打設時 施工状況の確認 
鉄 筋 工 鉄筋組⽴完了時 鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 
型 枠 工 型枠完了時 位、寸法確認 

 
現場打 
⽔路工 

コンクリート工 コンクリート打設時 施工状況の確認 
鉄 筋 工 鉄筋組⽴完了時 鉄筋径、本数間隔、継手、かぶり 
型 枠 工 型枠完了時 位置、寸法確認 

舗装工 上 層 路 盤 工 表層工施工前 施工状況の確認、寸法確認 
注）１．重要構造物の出来形で不可視部分となるものについては、段階確認項目とする。 

２．完成後出来形確認できるものについては、段階確認項目としない。 
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３．矢板工は、指定仮設の場合とし、撤去しない場合は枚数も確認するものとする。 
４．臨場確認は、受注者が実施した測定結果のうち代表となる部分を抽出して⾏なうことが
できるものとする。なお、工事内容･確認項目等を考慮して、適宜実施するものとする。
（土質の変化時等、重要な契約内容の変更に係わるものについては、全数臨場確認とす
る。） 

５．出来形のうち、不可視部分については監督員が⽴会を⾏い、検査時に確認できるよう上
げ墨を設置するものとする。 

６．重要な段階確認については、必要に応じて検査員と協議すること。（特に、①上表のゴシ
ックで表示した部分、②鉄鋼、コンクリート製品等の工場での確認、③主たる工種に新工
法、新技術を採用した場合の施工中の確認については、よく協議すること。） 

 
１－１－２３ 数量の算出及び完成図 
１．受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。この場合、
測量及び数量の算出等は受注者により⾏うものとする。 

 
２．出来形数量とは、現地の出来形測量の結果に基づき算出された数量をいう。この場合、
出来形測量の結果が設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たして
いれば、出来形数量は設計数量を満たしているものとする。なお、設計数量とは、設計図
書に示された数量及びそれ を基に算出された数量をいうものとする。 

 
３．数量の算出は岡山県が定める「数量取りまとめ要領」によるものとする。なお、検測及
び支払い数量の少数位は、数量取りまとめ要領⼜は監督員の指示によるものとする。 

 
４．受注者は、監督員の指示があった場合、出来形測量の結果及び設計図書に従って工事完
成図を作成し、工事打合簿を添付して完成日以前で監督員の指示する日までに監督員に提
出しなげればならない。 

 
５．受注者は、設計数量と施⼯数量を記載⽐較した施⼯数量⼀覧表を作成し、完成日以前で
監督員の指示する日までに監督員に提出しなげればならない。 

 
６．工事完成図は、維持管理上及び将来の改良計画で重要なものであり、正確に作成するも
のとする。また、工事完成図の平面図と断面図及び弁栓類台帳における配管等の位置が整
合しているか確実に確認するものとする。 

 
１－１－２４ 品質証明 
１．受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものと 
する。 
（１）品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必要
と認める時期及び検査（完成・完済部分・既済部分・中間技術・随時検査をいう。以下同
じ。） の事前に品質確認を⾏い、その結果を所定の様式により、検査時までに監督員に
提出しなければ ならない。 

（２）品質証明チェックリストは、工事完成時に提出しなければならない。 
（３）品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、
工事全般にわたり⾏うものとする。 

（４）受注者は、品質証明の内容及び実施時期を第 1 編第 1 章 1-1-5「施工計画書（14）その
他」に記載しなければならない 

（５）「施工計画書」は以下のとおりとする。 
①施工計画書の提出前に、全ての記載事項が「契約図書及び関係図書」と整合し、「現場
条件」を反映していることを確認するものとする。 
②変更施工計画書も同様とするものとする。 
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（６）「工程」、「材料仕様」、「施工方法」、「品質等管理⽅法」は以下のとおりとする。 
①契約工事のうち、主たる工種（指定仮設を含む）について、「施工計画書」に記載した
工程、材料仕様、施工方法及び品質管理方法が実際の施工と整合していることを確認す
るものとする。 

②臨場（代表箇所１回程度）により確認する工種及び時期等は以下を参考とするものとす
る。 

（事例）◇準備工：丁張り完了時 
◇表層工：敷均・転圧施工時 
◇主たる材料：入荷検査時 
◇コンクリート工：打設・養生施工時 
◇盛土工：敷均・転圧施工時 
◇組 ⽴ 工：鋼製部材現場組⽴施工時 

     （７）検査員が検査時（完成・完済部分・既済部分・中間技術、随時検査）に⽴会を求めた
場合、品質証明員は検査に⽴会わなければならない。 

（８）データ確認及び実測 
①検査前に、出来形、品質に係る管理データ（写真を含む）の精査、実測により施工精度、 
能⼒を確認し、施工方法及び管理方法の妥当性を評価する。 
②管理データの確認頻度は「土木工事施工管理基準」に準ずるものとする。 

（９）「管理書類の確認」 
検査前に、契約、工程、安全等に係る管理書類を精査し、施工に必要なプロセスの「契約 
図書及び関係図書」基づく適正を確認するものとする。 

 
２．受注者は、以下の規程による品質証明員を定め、監督員に品質証明員通知書を提出しなけ 
ればならない。 
（１）品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明
員は検査に⽴ち会わなければならない。 

（２）品質証明員の資格は 10 年以上の現場経験を有し、技術士もしくは 1 級土木施工管理技⼠
の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。 

（３）品質証明員を定めた場合、着手前までに品質証明通知書により氏名、資格（資格証書の
写しを添付）、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員 を
変更した場合も同様とするものとする。 

３．受注者は、「契約図書が要求する工事目的物の品質」を満足していることを証明しなけれ 
ばならない。ただし、契約した時点で、ISO9001 または ISO9002 の認証取得建設業者（以下
「ISO90002 取得業者」という）（この場合、（財）日本適合性認定協会（JAB）または、JAB 
と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関の認証でなければならない。）
（認証取得建設業者は、登録証の写しを監督員に提出のこと。）については、本工事に関す 
る JIS Q9001 4.2.4「記録の管理」に記載されている「文書化された手順」、または、JIS 
Z99014.2.3「品質計画」に定められた「文書化された書面」（本工事の品質が、どのような経
過をたどり、確保・保証される仕組みとなっているかを記述（不適合の処置を含む）した文書
（品質システム文書（マニュアル、手順書、品質計画書））を、本工事の施工計画書に含め
て提出した場合（品質計画書の提出にあたっては、施工計画書と統合して作成することができ
る。 また、それぞれ別途に作成する場合には、相互に参照してよい。）は、「品質証明」に規
定する対象工事としない。この場合、監督員が受注者の現場における品質システムが適切に
運用されているかどうかを確認・把握するため、受注者の自主検査記録等の提出を求めた場合
は、速やかにこれを提出のこと。また、検査時の提出書類の様式（品質管理、出来形管理に
関する書類）について、監督員の承諾を得た場合は、所定の様式によらず、受注者の検査記
録の様式により提出してもよい。なお、本工事が、受注者（ISO9000ｓ取得業者）が定める
品質 マネジメントシステムの適用対象範囲外である場合は、「品質証明」に規定する対象工



19 

事とするものとする。 
 
１－１－２５ 工事完成検査 
１．受注者は、津山市水道局工事検査規程に基づく工事完成検査を受けなければならない。 

 
２．受注者は、契約書第 26 条の規定に基づき、工事完成届を監督員に提出しなければならない。 

 
３．受注者は、工事完成届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ 
なくてはならない。 
（１）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 
（２）契約書第 17 条第 1 項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。 
（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、品質管理資料、工事
関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。 

（４）契約変更を⾏う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結している
こと。 

 
４．発注者は、工事検査に先⽴って、監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものと 
する。 

 
 

５．検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の
各号に掲げる検査を⾏うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等 

 
６．検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指
⽰を⾏うことができるものとする。 

 
７．修補の完了が確認された場合は、その指示の⽇から補修完了の確認の日までの期間は、契
約書第 26条第 2 項に規定する期間に含めないものとする。 
 

 
8．受注者は、当該工事完成検査については、「1-1-22監督員による検査（確認を含む）及び⽴

会等 第 3 項」の規定を準用するものとする。 
 
１－１－２６ 既済部分検査等 
１．受注者は、請負契約書第 32条第 3 項の部分払の確認の請求を⾏った場合、または、契約  
書第 33条 1項の工事の完成の通知を⾏った場合は、津山市水道局工事検査規程に基づく既済
部に係わる検査を受けなければならない。 

 
２．受注者は、契約書第 32条に基づく部分払いの請求を⾏うときは、前項の検査を受ける前に
工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。 
 

 
3．検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資
料と対比し、次の各号に掲げる検査を⾏うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等 

 
４．受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第 6項の規定に従うものとする。 
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５．受注者は、当該既済部分検査については、「1-1-22 監督員による検査（確認を含む）及び 
⽴会等 第 3 項」の規定を準用するものとする。 

 

 
６．発注者は、既済部分検査に先⽴って、監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するも 
のとする。 

 
７．受注者は、契約書第 29条に基づく中間前払⾦の請求を⾏うときは、認定を受ける前に履⾏
報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 
１－１－２７ 中間技術検査 
１．受注者は、津山市水道局工事検査規程に基づいて、発注者が工事中間技術検査を実施しよ
うとする場合は、これを受けなければならないものとする。また、設計図書に定められた指
定仮設物が完了したときは、必要に応じて工事中間技術検査を受けなければならないものと
する。 

 
２．中間技術検査は、設計図書に対象工事と定められた工事について実施するものとする。 

 
３．中間技術検査は、設計図書において定められた段階において⾏うものとする。 

 
４．中間技術検査を⾏う日は、受注者の意⾒を聞いて発注者が定め、これを監督員を通じて連
絡する。 

 
５．受注者は、当該中間技術検査の実施に当たり、監督員が工事完了検査「1-1-25 工事完完成

検査第 23項 第 3 号」における検査資料及び「1-1-23 数量の算出及び完成図」に定める出来

形数量のうち⼯種完了している部分について提出を求めた場合は、これを提出しなければな

らない。 
 
６．検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の
各号に揚げる検査を⾏うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 
（２）工事管理状況等について、書類、記録及び写真等 
７．受注者は、検査員の指示による補修については、「1-1-25 工事完成検査 第 6 項、第 7 項」 
の規定を準用するものとする。 

 
８．受注者は、当該中間技術検査については「1-1-22 監督員による検査（確認を含む）及び⽴

会等第 3 項」の規定を準用するものとする。 
 
１－１－２８ 随時検査 
１．受注者は、津山市水道局工事検査規程に基づく、随時検査を実施する場合は、これを受け
なければならない。 

 
２．随時検査の時期選定は、検査員が⾏うものとし、発注者は受注者に対し随時 検査を実施す
る旨及び検査日を監督員を通じて事前に連絡するものとする。 

 

 
３．受注者は、当該随時検査の実施に当たり、検査員が「1-1-25 工事完成検査 第 3 項 第 3 
号」における検査資料及び「1-1-23 数量の算出及び完成図」に定める出来形数量のうち工 



21 

種完了している部分について提出を求めた場合は、これを監督員を通じて提出しなければな
らない。 

 

 
４．検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の
各号に揚げる検査を⾏うものとする。 
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等 

 
５．受注者は、当該随時検査については「1-1-22 監督員による検査（確認を含む）及び⽴会等

第 3 項」の規定を準用するものとする。 
 
１－１－２９ 部分使用 
１．発注者は、受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。 
 
２．受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を⾏う場合には、
中間技術検査又は監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

 
１－１－３０ 施⼯管理 
１．受注者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、品質及び出来高が設計図書に
適合するよう、⼗分な施⼯管理をしなければならない。 

 
２．受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において施⼯管理
体制を確⽴しなければならない。 

 
３．監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定
頻度を変更できるのもとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これ
に伴う費用は、受注者の負担とするものとする。 
（１）工事の初期で作業が定常的になっていない場合 
（２）管理試験結果が限界値に異常接近した場合 
（３）試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合 
（４）前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合 

 
４．受注者は、施工に先⽴ち⼯事現場またはその周辺の⼀般通⾏⼈等が⾒やすい場所に、工事 
名、実作業期間、発注者名及び受注者名を記載した標示板等を設置し、工事完成後は速やか 
に撤去しなければならない。ただし、標示板等の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て 
省略することができるものとする。 

 
５．受注者は、工事期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

 
６．受注者は、施工に際し、施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさない
よう施工しなければならない。また、影響が生じた場合は直ちに監督員へ連絡し、その対応
方法等に関して協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認める場
合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 

 
７．受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業
員 宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 

 

 
８．受注者は、工事中に物件を発⾒または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに
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監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 
 

 
９．受注者は、施工管理基準により施⼯管理を⾏い、その記録及び関係書類を直ちに作成、
保管し、完成日以前で監督員の指示する日までに監督員へ提出しなければならない。た
だし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。なお、
この管理基準にない項⽬または工事の種類、規模、施工条件等によりこの管理基準により
難い場合は、岡山県土木工事施工管理基準に準じて監督員と協議の上、施⼯管理を⾏うも
のとする。 

 

 
10．受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について、岡山県土木⼯事施⼯管理基準
に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。 

 
11．受注者は、工事施工に伴う施工管理（岡山県土木工事施工管理基準及び同基準値に基づ
く施工管理の記録、津山市に基づく工事関係書類の作成等）の効率化・迅速化・省⼒化を
図る ため、工事施工情報化・電子化を積極的に推進すること。 

 
１－１－３１ 履⾏報告 

受注者は、契約書第 32 条の 2 項の申請を⾏う場合又は発注者が提出を求めた場合は、履
⾏状況を所定の様式に基づき作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 
１－１－３２ 使用人等の管理 
１．受注者は、使用人等（下請負者又はその代理⼈若しくはその使用人その他これに準ずる者
を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃⾦の支払い状況、宿舎環境等を十分に
把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 
 
２．受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住⺠に対する応対等の
指導及び教育を⾏うとともに、工事が適正に遂⾏されるように管理及び監督しなければなら
ない。 
 

１－１－３３ 現場の衛生管理 
浄水場（稼働中のもので、配水場その他これに準ずる箇所を含む）構内で⾏なう⼯事に従

事する者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)、水道法施⾏規則第 16 条に従い、監督員の指
示がある場合は、保健所等の検査資格を有する機関の発⾏した健康診断書を提出しなければ
ならない。 

 
１－１－３4 工事関係者に対する措置請求 
１．発注者は、現場代理⼈が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著し
く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、
必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。 

 
２．発注者または監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理 
人を兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著 
しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面によ 
り、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。 

 
 
 

１―１－３5 工事中の安全確保 
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１．受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 21 年 3
月 31 日）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省⼤⾂官房技術調査課⻑、国⼟交通省総合
政策局建設施工企画課⻑通達 平成 17 年 3 月 31 日）、「港湾工事安全施工指針（社）日本埋
⽴浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針（社）日本潜水協会」及び「作業船団安全運航指針（社）
日本海上起重技術協会」、JIS A 8972（斜面･法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事
の安全に留意し現場管理を⾏い災害の防⽌を図らなければならない。ただし、これらの指針
は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものでは無い。 

 
２．受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流⽔及び⽔陸交通の⽀障とな
るような⾏為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

 

 
３．受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさない
よう必要な措置を施さなければならない。 

 

 
４．受注者は、豪雨、出⽔、⼟⽯流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常
に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確⽴しておかなくてはならない。 

 

 
５．受注者は、工事現場付近における事故防止のため⼀般の⽴⼊りを禁止する場合、その区域
に柵、⾨扉、⽴⼊禁⽌の標示板等を設けなければならない。 

 

 
６．受注者は、工事期間中、安全巡視を⾏い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を⾏
い、安全を確保しなければならない。 

 

 
７．受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所また
は作業環境等の改善を⾏い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケ 
ーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

 

 
８．受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次
の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければな 
らない。 

（１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 
（２）当該工事内容等の周知徹底 
（３）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 
（４）当該工事における災害対策訓練 
（５）当該工事現場で予想される事故対策 
（６）その他、安全・訓練等として必要な事項 

 
９．受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画
書に記載しなければならない。 

 

 
10．受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録
した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時ま
でに監督員へ提出しなければならない。 

 

 
11．受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、漁
港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中
の安全を確保しなければならない。 
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12．受注者は、工事現場が隣接しまたは同⼀場所において別途工事がある場合は、請負業者間の
安全施工に関する緊密な情報交換を⾏うとともに、⾮常時における臨機の措置を定める等の連
絡調整を⾏うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

 

 
13．監督員が、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条第 1 項に規定する措置を講じる
者として、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うもの
とする。 

 

 
14．受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（昭和 47 年法律
第 57 号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設
備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

 

 
15．受注者は、安全対策について施工計画書に必要事項を記載し施工時には、これを遵守するも
のとする。 

 

 
16．受注者は、施工計画の⽴案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の
状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅
雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。 

 

 
17．受注者は、安全巡視については、工事区域はもとより、その周辺の工事看板等の点検から仮
設備、機械設備の点検確認など内容も多岐にわたることから、その工事に適した巡視項目とし、
その内容を充実させるとともに、処置の必要がある場合は、適切に処置し、処理内容等を記録
するものとする。 
また、安全巡視者の安全教育も併せて⾏い、資質の向上を図りもって、施工の安全確保を図

るものとする。 
 

 
18．災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものと
し、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければなら 

ない。 
 
19．受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等
を調査し監督員に報告しなければならない。 

 

 
20．受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発⾒した場合は、監督員に連絡し、その処置
については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 

 

 
21．受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連 
絡し、応急措置をとり補修しなければならない。 

 

 
22．受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発⾒または拾得した場合、直ちに関係官公庁 
に通報及びに連絡し、指示を受けるものとする。 

 

 
23．受注者は、足場の設置を必要とする場合は、「⼿すり先⾏⼯法等に関するガイドライン（厚生
労働省、基発第 0424001 号 平成 21 年 4 月 24 日）」及び「足場からの墜落・転落災害防⽌総合
対策推進要綱（厚生労働省平成 24 年 3 月）」によるものとする。なお、これにより難い場合は
監督員と協議するものとする。 

 

 
24．受注者は、現場内に現道部分がある場合は、交通の確保及び安全には十分配慮して実施す 
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ること。また、沿道の家屋等の⾞両等の出⼊りについては十分配慮して実施するものとする｡ 
 
25．受注者は、歩⾏者等の通⾏スペースを常に確保するものとする。 

 
１－１－３6 爆発及び火災の防止 
１．受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。 
（１）受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、
火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆
発等の防止の措置を講じるものとする。なお、従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保
安手帳及び従事者手帳の写しを監督員に提出しなければならない。 

（２）受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使⽤に先⽴ち監督員に使用計画書を
提出しなければならない。 

（３）現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防⽌のための⽴入防止柵、警報装置等
を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を⾏い
安全を確保しなければならない。 

 
２．受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 
（１）受注者は、火気の使⽤を⾏う場合は、⼯事中の火災予防のため、その火気の使用場所及
び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 

（２）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければなら
ない。 

（３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表⽰を⾏い、
周辺の整理に努めなければならない。 

（４）受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼してはならない。 

１－１－３7 後片付け 
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及
び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした
状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除くものとする。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去
するものとする。なお、このための費用は受注者の負担とするものとする。 

 
１－１－３8 事故報告書 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、
監督員が指示する様式で指示する期日までに、提出しなければならない。 

 
１－１－３9 環境対策 
１．受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62
年 3 月 30日改定）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚
濁、土壌汚染等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、
周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

 
２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員 
の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対して 
は、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で 
確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従う 
ものとする。 

 

 
３．受注者は、工事の施⼯に伴い地盤沈下、地下⽔の断絶等の理由により第三者への損害が生 
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じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否 
かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。 

 

 
４．受注者は、河川等に工事用資材等が落下しないよう措置を講ずるものとする。又、工事の 
廃材、残材等を河川等に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担 
で撤去し、処理するものとする。 

 
５．受注者は、工事の施工にあたり表-1.8 に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、「特定
特殊 ⾃動⾞排出ガスの規制等に関する法律（平成 17 年法律第 51 号）」に基づく技術基準に適
合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機 
発第 249 号、最終改正平成 22 年 3 月 18 日付け国総施第 291 号）」、「排出ガス対策型建設機械
の普及促進に関する規程（平成 18 年 3 月 17 日付け国⼟交通省告⽰第 348 号）」もしくは「第 
3 次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 18 年 3 月 17 日付け国総施 215 号）」に基づき指
定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 
ただし、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、ま

たはこれと同等の開発⽬標で実施された⺠間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設
技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガ
ス対策型建設機械と同等とみなすことができる。なお、これにより難い場合は、監督員と協議
するものとする。 

表-1.8 一般工事用建設機械 
 

機種 備 考 
・  バックホウ 
・  トラクタショベル（⾞輪式） 
・  ブルドーザ 
・  発動発電機（可搬式） 
・  空気圧縮機（可搬式） 
・  油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシン 
とは別に、独⽴したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭 
載しているもの：油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入 
引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング 
掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地 
下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 

・  ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 
・  ホイールクレーン 

デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 
（エンジン出⼒ 7.5kw 以 
上 260kw 以下）を搭載し 
た建設機械に限る。 
 
 
 
 
・ 

（２）排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、
施工計画書に記載するとともに受注者は施工現場において使用する建設機械が 確認できる
写真撮影を⾏い提出するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械に貼付けてある「指
定ラベル」についても写真撮影を⾏い提出するものとする。 

（３）排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械が使用できない
場合は、設計変更の対象とする。 

6．受注者は、表-1.9 及び表-1.10 により、騒音規制法又は振動規制法に基づく特定建設作業に
該当する作業を実施する場合は、作業開始の 7 日前までに特定建設作業実施届出書を津山市の
担当課に届けなければならない。なお、届出後は、監督員に文書（受付印のあるもののコピー
を提出）により報告すること。 
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特 定 建 設 作 業 備 考 
 
 
くい打機，くい抜機又はく
い打くい抜機を使用する
作業 

くい打機 もんけんを除く 
アースオーガと併用する作業を除く 

くい抜機 すべて 

くい打くい抜機 圧入式を除く 
アースオーガと併用する作業を除く 

びょう打機を使用する作業 すべて 
さく岩機を使用する作業 ※① 

空気圧縮機を使用する作業 さく岩機の動⼒として使用する作業を除く 
原動機（電動機以外）定格出⼒ 15kw 以上 

 
コンクリートプラント又 は
アスファルトプラント を設
けて⾏う作業 

 
コンクリートプラント 

モルタル製造のための作業を除く 
 
混練機の混練容量 0.45ｍ3 以上 

アスファルトプラント 混練機の混練重量 200kg 以上 
バックホウを使用する作業 原動機定格出⼒ 80kw 以上 ※② 

トラクタショベルを使用する作業 原動機定格出⼒ 70kw 以上 ※② 

ブルドーザを使用する作業 原動機定格出⼒ 40kw 以上 ※② 

 

表-1.9 騒音規制法に基づく特定建設機械 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表-1.10 振動規制法に基づく特定建設機械 

 

特 定 建 設 作 業 備 考 
くい打機、くい抜機又はく
い打くい抜機を使用する
作業 

くい打機 もんけん及び圧入式を除く 
くい抜機 油圧式を除く 
くい打くい抜機 圧入式を除く 

鋼球を使用して建築物等を破壊する作 
業 

 

舗装版破砕機を使用する作業 ※① 
 

ブレーカーを使用する作業 手持ち式のものを除く 
※① 

 

注意事項 
１）作業を開始した日に終わるものは除く。 
２）※①印は、作業地点が連続的に移動する作業において、1 日における当該作業に係る 2
地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る。 
３）※②印は、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定
するもの。 

 
7．本工事において家屋に近接し、また、交通⾞両の多い箇所の場合は、振動、騒音の防止及 
び交通安全については十分な措置を講じ、細心の注意を払うものとする。 

 
8．施工ヤードは日々清掃につとめ、整理整頓するものとする｡ 

 
１－１－４０ 文化財の保護 
１．受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性
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を十分認識させ、工事中に文化財を発⾒したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、
その指示に従わなければならない。 

 
２．受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発⾒した場合は、発注者との契 
約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発⾒者としての権利を保有 
するものである。 

 
１－１－４１ 交通安全管理 
１．受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等に
より、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公
害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及
ぼした場合は、契約書第23条において処置するものとする。 

 
２．受注者は、工事用⾞両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、 
関係機関と打合せを⾏い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送 
担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項につい
て計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

 
３．受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で⼤量の土砂、工事用資材等の輸送を伴う工
事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を⽴て、書面
で監督員に提出しなければならない。なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「土
木関係直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」に従うものとする。 

 
４．受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、 
道路管理者及び所轄警察署と打合せを⾏うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関す
る命令（平成 22 年 12 月 17 ⽇総理府・国⼟交通省令第 3 号）、道路⼯事現場における標示施
設等の設置基準（建設省道路局⻑通知、昭和 37 年 8 月 30 日）、道路⼯事保安施設設置基準
（案）（建設省道路局国道第一課通知 昭和 47 年 2 月）に基づき、安全対策を講じなければ
ならない。 

 

 
５．受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、⾞両制限令（平成 16 年 12月 8 日改正政令
第 387 号）第 3 条における一般的制限値（表-1.11）を超える⾞両を通⾏させるときは、道路
法第 47 条の 2 に基づく通⾏許可を得ていることを確認しなければならない。 
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表-1.11 一般的制限値 
 

⾞両の諸元 一 般 的 制 限 値 
幅 
⻑さ 
高さ 
重量 総重量 

 
 
軸重 隣接
軸重 の合
計 

 
 
輪荷重 最小回
転半径 

2.5m 
12.0m 
3.8m 
20.0ｔ（但し、高速自動⾞国道・指定道路については、 

軸距・⻑さに応じ最大 25.0ｔ） 
10.0ｔ 
隣り合う⾞軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18.0ｔ 
（隣り合う⾞軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該 
隣り合う⾞軸に係る軸重が 9.5ｔ 以下の場合は 19.0ｔ）、 
1.8m 以上の場合は 20.0ｔ 
5.0ｔ 
12.0m 

ここでいう⾞両とは、人が乗⾞し、又は貨物が積載されている場合には、その状態にお
けるものをいい、他の⾞両をけん引きしている場合にはこのけん引きされている⾞両を含
む。 

 
６．受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従
い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を⾏うものとする。 

 

 
７．受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等
の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要
の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を
⾏わなければならない。 

 

 
８．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事⽤道路は、受注者の責任において使用する 
ものとする。 
 
９．受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、 
その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使
用するものとする。 

 

 
10．公衆の交通が自由かつ安全に通⾏するのに支障となる場所に材料⼜は設備を保管してはな 
らない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、 
交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路⾯からすべての
設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

 
１－１－４２ 諸法令の遵守 
１．受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令
の適用運用は受注者の責任において⾏わなければならない。 

 
２．受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ば 
ないようにしなければならない。 

 

 
３．受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令に照らし不 
適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に通知し、その確認を 
請求しなければならない。 
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１－１－４３ 官公庁等への手続等 
１．受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならな
い。 

 
   ２．受注者は、工事施工にあたり受注者の⾏うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出

等を、受注者の費用負担において、法令、条例、占用許可条件又は設計図書の定めにより実施

しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。 
 

 
３．受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事 
前に監督員に報告しなければならない。 

 

 
４．受注者は、工事の施工に当たり、地域住⺠との間に紛争が生じないように努めなければな 
らない。 

 

 
５．受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は 
誠意をもってその解決に当たらなければならない。 

 

 
６．受注者は、地方公共団体、地域住⺠等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において 
⾏うものとする。受注者は、交渉に先⽴ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっ 
ては誠意をもって対応しなければならない。 

 

 
７．受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確に 
しておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 
１－１－４４ 施工時期及び施工時間の変更 
１．受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場 
合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

 
２．受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業 
を⾏う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 

 
１－１－４５ 工事測量 
１．受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用多角点の設置及び用 
地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されて
いる数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標（仮 BM）
及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。
また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。 

 
２．受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、 
施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が 
生じた場合、監督員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角 
点、引照点等を復元しなければならない。 

 

 
３．受注者は、用地幅杭、測量標（仮 BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設して 
はならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設するこ 
とができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければなら 
ない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければ
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なら ない。 
４．受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。 

 
５．受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換 
え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければな 
らない。 

 
６．本条で規定する事項については、受注者の責任と費用負担において⾏わなければならない。 

 
７．水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準 
として⾏うものとする。 

 
１－１－４６ 提出書類 
１．受注者は、提出書類を津山市水道局ホームページに掲載している工事関係様式集等に基づ
いて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式
によらなければならない。 

 
２．契約書第 9 条第 2 項に規定する「設計図書に定める」とは、請負代⾦額に係わる請求書、 
代⾦代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他 
現場説明の際指定した書類をいう。 

 
１－１－４７ 不可抗⼒による損害 
１．受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 24 条の規定
の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により発注者に通知しなければ
ならない。 

 
２．設計書第 24 条第 1 項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものを 
いう。 
（１）降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 
① 24 時間雨量（任意の連続 24 時間における⾬量をいう。）が 80 ㎜以上 
② １時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20 ㎜以上 

（２）強風に起因する場合 
最大風速（10 分間の平均風速で最大のもの）が 15ｍ/秒以上あった場合 

（３）地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合 
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当
の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 

 
３．契約書第 24 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくも
の」 とは、1-1-33 及び契約書第 21 条に規定する予防措置を⾏ったと認められないもの及び
災害の一因が施⼯不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

 
１－１－４８ 特許権等 
１．受注者は、業務の遂⾏により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとと
もに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰
属等については、発注者と協議するものとする。 

 

２．発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号第 2 条第 1 項第 1 

号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものと
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する。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注

者はこれを自由に加除又は編集して利用することができるものとする。 
 

 
３．受注者は、工事施工にあたり特許権並びに第三者の権利対象となる機器及び施工方法等を 
使用するときは、その使用に関するすべての責任を負うものとする。 

 
１－１－４９ 保険の付保及び事故の補償 
１．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚⽣年⾦保険法の規定に
より、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなけれ
ばならない。 

 
２．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責 
任をもって適正な補償をしなければならない。 

 

 
３．受注者は、建設業退職⾦共済制度に該当する場合は、建設業退職⾦共済制度に加⼊し、請 
負代⾦額 1、000 万円以上の工事請負契約を締結した場合においては、その掛⾦収納書（発
注者用）を工事請負契約締結後原則 1 ヵ月以内に、また追加して証紙を購入する必要が生じ
た 場合には工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

 
４．工事着手日までに最新の労災保険の加入が確認できるもの（労災保険概算・確定保険料申 
告書（事業主控）の写し（受付日付印のあるもの。）、労働者災害補償保険加入証明書の写し 
又は労働保険事務組合領収書の写し等）を提出しなければならない。 

 
１－１－５０ 臨機の措置 
１．受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければなら
ない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなけ
ればならない。 

 
２．監督員は、暴⾵、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自 
然的または人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保 
及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとる 
ことを請求することができる。 
 
１－１－５１ 産業廃棄物収集運搬⾞ 
１．産業廃棄物収集運搬⾞に係る表示及び書面備え付けについては以下のとおりとする。 
 
２．表示内容  
運搬⾞を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を⾏う場合には、以下の事項を⾞体の両側面に

⾒やすいように表示するものとする。 
（１）許可業者の場合 

・産業廃棄物の収集運搬⾞である旨 
・許可業者の氏名又は名称 
・統一許可番号（下 6 けた） 

（２）自社運搬の場合 
・産業廃棄物の収集運搬⾞である旨 
・事業者の氏名又は名称 

例） 
5cm以上 

産業廃棄物収集運搬⾞ 
△ △ △ △株式会社 
○ ○ ○ ○ ○ ○号 

 
 

 ３ｃｍ以上 
※マグネットシートなど、着脱可能な表示でもよい 
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３．備え付ける書面の内容  
運搬⾞を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を⾏う場合には、当該運搬⾞に以下の書面を備え

付けておくものとする。 
（１）許可業者の場合 

①産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 
②産業廃棄物管理票（マニフェスト）（なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マ
ニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子
情報） 

（２）自社運搬の場合 
「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「産業廃棄物の積載日並
びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、所在地及び連
絡先」を記載した書面（マニフェストを使用してもよい） 

 
１－１－５２ グリーン購入 

受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号「＝
グリーン購入法」）」に基づき、環境物品等の購入を積極的に推進するものとする。 

 
１－１－５３ 家屋調査 
１．家屋及び工作物等の事前・事後の調査を委託に付す場合は、津山市指名業者である補償コン
サルタント（物件部門及び事業損失部門）に係る建設大臣登録がある業務に精通している調査
会社に委託して施工するものとする 

 
２．家屋調査（事前調査）は、工事現場着手前に監督員へ成果品を提出し、確認するものとす 
る。 

 
１－１－５４ 建設業からの暴⼒団の排除の徹底について 

工事の施工に際して、暴⼒団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、
また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協⼒を⾏うこと。また、
監督職員とも連絡を密にとり、工程等被害が生じた場合は、協議を⾏うこと。 

 
１－１－５５ 建設資材納入業者との契約について 

この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しない
よう公正な取引を確保するよう努めること。 

 
１－１－５６ ⾒積参考資料等について 

「⾒積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、こ
れらの資料は、請負契約上の拘束⼒を生じるものではなく「設計図書」とはならない。よって、
工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとす
る。 

 
１－１－５７ 工期について 

工期には、雨天･休日等を⾒込むものとする。なお、休日等には日曜日・祝日、夏期休暇及
び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含むものとする。 
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第２章 材 料 
 
１－２－１ 適用  

材料については、岡山県土木工事共通仕様書によるものとするが、これによらない場合は以
下のとおりとする。 

 
１－２－２ 工事材料の品質及び検査 
１．工事材料の品質及び検査については、岡山県土木工事共通仕様書によるが、以下のとおり
とする。 
（１）外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料は使用承諾願等に添付して事前に
監督員に提出するものとする。 

（２）アスファルト混合物について津山市が承認した工場の岡山県の承認した配合（標準品）
を使用する場合は、生アスファルトコンクリート使用報告書及び生アスファルトコンク
リート配合報告書を監督員に提出するものとする。また、津山市が承認した工場の岡山
県の承認した配合（標準品）以外を使用する場合は、生アスファルトコンクリート配合
設計書を生アスファルトコンクリート使用承諾願に添付して提出するものとする。 

 
２．受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備、保管 
し、監督員から請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければな 
らない。 

 

 
３．受注者は、表-1.12の工事材料については、その外観及び品質規格証明書等を照合して確 
認した資料を所定の様式（材料確認願等）に添付して事前に監督員に提出し、監督員の検査
（確認を含む）を受けなければならないものとする。また、監督員が、特に定めた場合はこ 
の限りではないものとする。 

 

表-1.12材料確認表 
 

区 分 確認材料 確認方法 現地確認の頻度 
 
 

 

石 

再生クラッシャーラン 
（RC30、
40）

資料、現地⽴会 初回及び適宜 

再生砂（RS） 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

川砂（砕砂） 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

粒度調整砕⽯（M30） 資料、現地⽴会 初回及び適宜 
 

土 
改良⼟ 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

真砂土 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

鋼材 鉄筋等 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

その他 配管（設備）材料 資料、現地⽴会 初回及び適宜 

照明器具 資料、現地⽴会 初回及び適宜 
 
１－２－３ 石  

石については、岡山県土木工事共通仕様書によるものとするが、ぐり石を、基礎材及び裏
込材として使用する場合はクラッシャーラン等の目潰を加えるものとする。 
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１－２－４ 骨材 
骨材については、岡山県土木工事共通仕様書によるが、再生品は表-1.13のとおりとする。 

表-1.13 再生品表 
 

 
 
再生加熱アスファルト 
混合物 

再生密粒度アスコン 
（溶融スラグ入り） 

再生材混⼊率全重量の40％ 
（うち溶融スラグ 10％） 

再生密粒度アスコン 再生材混⼊率全重量の40％ 

再生粗粒度アスコン 再生材混⼊率全重量の40％ 
 

再生クラッシャーラン 
 

RC30、RC40 コンクリート塊、アスファルト・コン 
クリート塊から製造されたもの 

 
１－２－５ セメント及び混和材等 
（１）工事で使用する生コンクリートについて 

受注者は、高炉セメント及びフライアッシュセメントを使用した生コンクリートを使
用するときは、セメント内のスラグ及びフライアッシュ混合率を⽣コンクリート使用報
告書（承諾願）に記載すること。このとき、使用する高炉セメント及びフライアッシュ
セメントは、B 種及び C 種とする。その他のコンクリートを使用するときは、監督員と
協議し、｢アルカリ骨材反応抑制対策について｣（国土交通大臣官房技術審議監通達、平
成 14 年 7 月 31 日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土
交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達、平成 14 年 7 月 31 日）を遵守し、アルカリ骨材反応
抑制対策の適合を確認しなければならない。 

（２）コンクリート 2 次製品について 
受注者は、使用するコンクリート 2 次製品毎に、「アルカリ骨材反応抑制対策につい
て」の運用について（平成 14 年 7 月 31 日付け国土交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）の 
2．1 の確認を⾏い、監督員に報告し計算結果を提出しなければならない。 なお、高強
度コンクリート使用の製品については、単位セメント量が多いためアルカリ総量が所定
の値を満足しない場合があり、このときは、「アルカリ骨材反応抑制対策について」の
運用について（平成 14 年 7 月 31 日付け国⼟交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）の 2．
3 を実施し、監督員に報告することとする。このとき、試験に⽤いる試料を採取する時
には受注者自ら⽴会うこと。 

（３）現場練りコンクリートについて  
受注者は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成 14 年 7 月 

31 ⽇付け国⼟交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）の 2．1、2．2、2．3 のいずれかを必
ず 実施すること。 

（４）橋桁について  
受注者は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成 14 年 7 月 

31 ⽇付け国⼟交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）の 2．1 を実施すること。なお、高強
度コンクリートについては、アルカリ総量を満足しない場合があり、このときは、「ア
ルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成 14 年 7 月 31 日付け国土交通
省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）の 2．3 を実施すること。試験頻度については、桁製作
前に 1 回と製作中に 1 回、製作期間が 6 ヶ月を超える場合は、その都度 1 回実施するこ
と とする。 

 
１－２－６ セメントコンクリート製品 

セメントコンクリート製品については、岡山県土木工事共通仕様書によるが、コンクリート
ブロックの使用にあたっては、「擁壁など土木用コンクリートブロックの確認要領」によるも
のとする。また、コンクリートブロック以外のコンクリートプレキャスト製品を使用する場合
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は、「プレキャスト製品の確認要領」によるものとする。 
 
１－２－７ 道路標識 
    道路標識については、岡山県土木工事共通仕様書によるが、標識盤はアルミ合⾦（JIS H 

4000）とし板厚は 2 ㎜とする。また、支柱は溶融亜鉛メッキ（JIS H 8641  2 種 HDZ－55）とする。 
 
１－２－８ 改良土 

１．改良土等とは、改良⼟及び再生処理土のこととする。 
 
２．使⽤する改良⼟等（岡⼭県が認定した改良⼟等プラントの製品に限る。）は、特に定めの 
ない場合を除き表-1.14 のとおりとし、岡山県「改良⼟等プラント点検基準（案）」及び
「改良⼟等の暫定品質基準（案）」等を遵守のうえ適正な品質を満足するものとする。 

 

表-1.14 改良土基準 
 

項目 基準値 

コーン指数 800kN/m2（8kgf/cm2）以上 

細粒分含有率 25％以下 

最⼤粒径 40mm 以下 

設計 CBR 12％以上 

自然含水比 30％以下 

塑性指数 10 以下 

内部摩擦角 ― 
 
３．受注者は、使⽤承諾願に改良⼟等プラントの品質管理書類（当該⼯事の直近の⽉の写し） 
及び使用添加剤試験成績表を添付し、監督員に提出するものとする。また、監督員から毎月 
の試験結果の提出を求められたときは、これに応じるものとする。 なお、使用添加剤として、
⽯灰系及びセメント系固化材を使⽤した改良⼟等を使⽤する場合は、改良⼟等プラントが六
価クロム溶出試験を実施し、安全を確認した試験結果を監督員に提出するものとする。 

 
４．留意事項 
（１）現場で仮置きするときは、地面からの吸水により品質低下が起きる場合があるので、排

⽔の良い所または、シートを敷く等の配慮をするものとする。また、表面は、降雨や降雪
により品質低下を起こさないようシートで覆う等の管理をするものとする。 

（２）転圧前の改良⼟等は、水に対して弱いことを念頭においておくこと。 
（３）改良⼟等は、ｐＨが高い恐れがあるため、施工については、十分に注意するものとす
る。 

（４）改良土等自体は、生石灰等を含むことから、⾞等に付着するとボディの変色等の恐れが
あるため十分に注意するものとする。 

（５）上記規格値を満たさない場合は、受注者側の責任において、改良土等の置換えを⾏うも
のとする。 

 
１－２－９ 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） 
セメント及びセメント系改良材を使⽤して地盤改良等を⾏った場合は、六価クロム溶出試験
（及びタンクリーチ試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。なお、
試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使⽤した改良⼟等の六価クロム溶出試験実
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施 
要領（案）」（平成 13 年 4 月 20 日付け国土交通省⼤⾂官房技術調査課⻑通達）[参考：国土交通省ホー
ムページ http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html]によるものとする。また、土質   
条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が⽣じた場合は、監督員と協議するものとし、
設計変更の対象とする。ならびに、再生コンクリート砂を使用する場合は、「土壌の汚染に係
る環境基準について」（平成 3 年 8 月 23 日付け環境庁告示第 46 号）に規定されている測定方
法に基づき、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果を監督員に提出するものとする。 
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第３章 一 般 施 工 
 

１－３－１ 適用 
一般施工については、岡山県土木工事共通仕様書によるものとするが、これによらない場合は
以下のとおりとする。 

 
１－３－２ アスファルト舗装の材料 

アスファルト舗装の材料は、岡山県土木工事共通仕様書によるものとするが、加熱アスファ
ルト混合物（再生混合物を含む。）の使用報告等の取り扱いについては、以下によるものとす
る。 
（１）津山市が承認した工場の津山市の承認した配合（標準品）を使用する場合は、加熱アス
ファルト混合物使用報告書及び加熱アスファルト混合物配合報告書を監督員に提出する
ものとする。 

（２）津山市が承認した工場の津山市の承認した配合（標準品）以外を使用する場合は、配合
設計書を加熱アスファルト混合物使⽤承諾願に添付して提出するものとする。 

 

第4章 土    工 
 
 
１－4－１ 適 用 

土工については、岡山県土木工事共通仕様書によるものとする。 
 

第５章 無筋、鉄筋コンクリート工 
 

１－５－１ 適 用 
無筋、鉄筋コンクリート工については、岡山県土木工事共通仕様書によるものとするが、
これによらない場合は以下のとおりとする。 

 
１－５－２ レディーミクストコンクリート 

レディーミクストコンクリートは、岡山市土木工事共通仕様書によるものとするが、生コン
クリートの使用報告等の取り扱いについては、以下によるものとする。 
（１）生コンクリートを使用する場合には、ＪＩＳマーク表示認証工場で生産され、ＪＩＳA 

5308 に適合したものとする。 
（２）ＪＩＳマーク表示認証工場の生コンクリートを使用する場合 

① 設計と同じ製品を使用する場合 
・ 生コンクリート使用報告書 
・ レディーミクストコンクリート配合計画書 
・ ＪＩＳ認証書の写し 

② 設計と異なる製品を使用する場合（水セメント比が満足しない等の場合） 
・ 生コンクリート使用承諾願 
・ レディーミクストコンクリート配合計画書 
・ ＪＩＳ認証書の写し 

③ ＪＩＳマーク表示認証工場以外で製造された製品又はＪＩＳ規格外の製品で監督員
の⽴会により設計図書で指定する規格に適合したものを使用する場合 
・ 生コンクリート使用承諾願  
・ 配合設計書 
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第 ２ 編 管 工 事 
第１章 管 工 事 一 般 

 

２－１－１ 一般事項 
１．本編は、導水管、送水管及び配水管の布設工事並びに工業用水道工事に適用するものとする。 

 
２．管布設に際しては、あらかじめ設計図書等に基づき、平面位置、土被り、構造物等を正確 
に把握しておくものとする。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、監督員と十 
分打合せを⾏った後、工事に着手するものとする。 

 

 
３．路線中心測量の際、基準点については引照点を設け、水準点については移動、沈下のおそ 
れのない箇所を選定するものとする。また、基準点、水準点に木杭、コンクリート杭等を用 
いる場合は十分堅固に設置するものとする。 

 
４．設計図書等により難い場合は、監督員と協議するものとする。 

 
５．新設管と既設埋設物との離れは、30 ㎝以上とするものとする。ただし、所定の離隔が保持 
できないときは、監督員と協議するものとする。 

 
２－１―２ 配水管技士等 
１．受注者は、管布設工事に際し、津山市水道事業配水管布設工事の施工技術の確保に関する規
程（平成 10 年 3 月 31 日付 市水道事業管理規程第 10 号）により、日本水道協会岡山県支
部⻑が⾏う配水管技士資格試験に合格し、配水管技士登録簿に登録された者又は日本水道協会
の配水管技能者名簿に登録された者（一般登録・耐震登録・大口径) (以下「配水管技士等」と
いう。)を置くものとする。 

 
２．受注者は、工事着手までに配水管技士等通知書を監督員に提出ものとする。 

 
３．配水管技士等は、管の接合、切断、分岐、止水等専門の技術⼒を有する者とする。 

 
４．日本水道協会の一般登録の配水管技能者は、T、K 形管等の一般継手配水管の技能を有する
者をいい、耐震継手配水管技能登録者は、NS、SⅡ形管等の耐震継手配水管の技能を有する者
をいう。大口径技能登録者は、一般及び耐震継手管と S、KF 形管等の大口径管まで出来る配
水管技能者をいう。 

 
５．配水用ポリエチレンパイプシステム協会の水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会

を終了した者を置くものとする。 
 
６．配管作業中は、常に配水管技士等の登録証等を携帯しなければならないものとする。 

 
２－１－３ 材 料 
１．使用する材料は、「第 1 編 第 2 章 材料」及び、「設計図書」（以下「施工基準」という）
によるものとするが、これによらない場合は以下のとおりとする。 
 
２．使用材料は、局の支給する材料を除き受注者が調達するものとする。 
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３．受注者が調達する材料は、監督員の承認及び検収を受けなければならないものと する。た
だし、監督員が特に認めたものについてはこの限りではないものとする。 
 
４．支給材料の受渡しは、監督員より提示のあった所定の書類をもって局指定場所で⾏うもの 
とする。支給材料の返納も同様の形で⾏うものとする。 

 

 
５．受注者は、支給材料を台帳によって管理し、破損または紛失した場合は監督員の指示に従 
い補修または賠償するものとする。また、賠償の場合は現物弁償を原則とする。 

 
２－１－４ 試掘調査 
１．工事の施工に先⽴って、試掘を⾏う場合は、地下埋設物の位置等を確認するものとする。
また、その結果を記録写真、調査表等にまとめて、監督員に報告するものとする。 

 
２．試掘箇所は、監督員と協議のうえ選定するものとする。 

 
３．試掘は⼈⼒掘削を標準とし、掘削中は地下埋設物に十分注意し、損傷を与えないようにす
るものとする。 

 

 
４．試掘調査に当たっては、土質の性状、地下水の状態等を観察し、事後の掘削工、土留⼯等 
の参考にするものとする。 

 

 
５．既設埋設物の形状、位置等の測定は、正確を期すとともに、埋戻し後もその位置が確認で 
きるようマーキングピン等適切な措置を講じるものとする。 

 

 
６．試掘箇所は即日埋戻しを⾏い、仮復旧を⾏うものとする。なお、仮復旧箇所は巡回点検し、 
保守管理するものとする。 

 

 
７．試掘調査の結果、近接する地下埋設物については、当該施設管理者の⽴会いを求め、その 
指示を受け、適切な措置を講じるものとする。 

 
２－１－５ 掘削工 
１．掘削工については、「第 1 編 第 4 章 土工」及び「施工基準」によるものとするが、これ
によらない場合は以下のとおりとする。 

 
２．掘削に当たっては、あらかじめ保安設備、⼟留、排水、覆工、残土処理その他につき必要
な準備を整えたうえ、着手するものとする。 

 

 
３．アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用して切 
口を直線に施工するものとする。また、取り壊しに当たっては、在来舗装部分が粗雑になら 
ないように⾏うものとする。 

 

 
４．舗装切断を施工する場合は、保安設備、保安要員等を適切に配置し、交通上の安全を確保 
するとともに、冷却水処理にも留意するものとする。 

 
５．掘削は、開削期間を極⼒短縮するため、その方法、位置を十分検討して⾏うものとする。 

 
６．同時に掘削する区域及び開口部の延⻑を、あらかじめ監督員に報告するものとする。 
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７．機械掘削を⾏う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するものと 
する。 
 
８．床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上げる 
ものとし、掘削底面は人⼒により凹凸のないようにていねいに基面整正を⾏うものとする。 
なお、えぐり掘り等はしないものとする。 

 
９．床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より 10 ㎝以上取り除き、 
真砂土等に置き換えるものとする。 

 
10．湧水のある箇所の掘削については、土留、排水等を適切に⾏うものとする。 

 
２－１－６ 土留工 
１．土留工については、「第 1 編 第 3 章 一般施工」及び「施工基準」によるものとするが、
これによらない場合は以下のとおりとする。 

 
２．腹起こしは⻑尺物を使用し、常に杭又は矢板に密着させ、もし、隙間が生じた場合は、く 
さびを打ち込み締め付けるものとする。 

 

 
３．切梁の取り付けは、各段ごとに掘削が完了しだい、速やかに⾏い、切り梁の取り付け終了
後、次の掘削を⾏うものとする。 

 
２－１－７ 覆 工 
１．覆工については、「第 1 編 第 3 章 一般施工」によるものとするが、これによらない場合
は以下のとおりとする。 

 
２．覆工には、原則としてずれ止めのついた鋼製覆工板又はコンクリート製覆工板等を使用す 
るものとする。 

 

 
３．覆工板に鋼製のものを使用する場合は、滑り止めのついたものを使用するものとする。ま 
た、滑り止めのついた鋼製覆工板は、在来路⾯と同程度の滑り抵抗を有することを確認して 
使用するものとする。 

 

 
４．覆工部の出入口を、道路敷地内に設けなければならない場合は、原則として、周囲を柵等
で囲った作業場内に設けるものとする。やむを得ず作業場外に出人口を設ける場合には、⾞
道部を避け、歩⾏者や沿道家屋の出人口に支障とならない歩道部等に設けるものとする。 

 
２－１－８ 建設副産物 
発生土処理及びアスファルト・コンクリート、コンクリートの廃材処理等は、「第 1 編 第  1 
章総則 1-1-21 建設副産物」よるものとする。 

 
２－１－９ 水替工 
水替工については、「第 1 編 第 3 章 一般施工」によるものとする。 

 
２－１－１０ 管弁類の取扱い及び運搬 
１．管弁類の取扱い及び運搬については、「施工基準」によるものとするが、これによらない場
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合は以下のとおりとするものとする。 
 
２．ダクタイル鋳鉄管 
 ダクタイル鋳鉄管の取り扱いについては、次の事項を厳守するものとする。 
（１）管を積み下しする場合はクレーンで 2 点つりにより⾏い、ナイロンスリングまたはゴム
チューブなどで被覆したワイヤロープ等安全なつり具を使用するものとする。 

（２）管の運搬をする場合は、クッション材を使用し、衝撃等によって管を損傷させないよう十
分注意するものとする。 

（３）保管に当たっては、⻭止めを⾏うなど、保安に十分注意するものとする。 
（４）ゴム輪は、屋内(乾燥した冷暗所が望ましい)に保管するものとする。 

 
３．鋼管及びステンレス管  
鋼管及びステンレス管の取扱いについては、次の事項を厳守し、塗覆装面及び開先には絶対 
に損傷を与えないものとする。 
（１）管を吊る場合は、ナイロンスリング又はゴムで被覆したワイヤロープ等安全な吊り具を 
使用し、塗覆装部を保護するため、両端の非塗覆装部に台付けをとる 2 点吊 りにより⾏
うものとする。 

（２）管の支保材、スノコ等は、据付け直前まで取り外さないものとする。 
（３）置場から配管現場への運搬に当たっては、管端の非塗装部に当て材を介して支持し、吊り
具を掛ける場合は、塗装面を傷めないよう適当な防護を⾏うものとする。 

(４）小運搬の場合は、管を引きずらないものとする。転がす場合には管端の非塗装部分のみを
利⽤し、方向を変える場合は吊り上げて⾏うものとする。 

（５）管の内外面の塗装上を直接歩かないものとする。 
 
４．水道用硬質ポリ塩化ビニル管及びポリエチレン二層管  

水道用硬質ポリ塩化ビニル管（以下「塩化ビニル管」という。）及びポリエチレン二層管
（以下「ポリエチレン二層管」という。）の取扱いについては、次の事項を厳守するものと
する。 

（１）管の積み降ろしや、運搬の際は慎重に取り扱い、放り投げたりしないものとする。 
（２）塩化ビニル管をトラック運搬する場合は、原則として⻑尺荷台のトラックを用い、横積み
にして固定するものとする。 

（３）塩化ビニル管を横積みで保管する場合は、平地に積み上げ、高さを 1.5m 以下とし、崩れ
ないように措置するものとする。 

（４）保管場所は、なるべく風通しのよい直射日光の当たらない所を選ぶものとする。 
（５）高熱により変形するおそれがあるので、特に火気等に注意し温度変化の少ない場所に保管
するものとする。 

（６）継手類は、種類、管径別に数量を確認したうえ屋内に保管するものとする。 
（７）塩化ビニル管、塩化ビニル管継手及びポリエチレン二層管は、揮発性薬品(アセトン、ベ
ンゾール、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル)及びクレオソート類に浸食されやすい
ので注意するものとする。 

 
５．水道配水用ポリエチレン管  
水道配水用ポリエチレン管(以下「配水用ポリエチレン管」という。)の取扱いについては、
次の事項を厳守するものとする。 
（１）管の取扱いにおいては、特にきずがつかないように注意し、また紫外線、火気からの保護
対策を⾏うものとする。 

（２）トラックからの積み降ろしのときは、管や継手を放り投げたりして衝撃を与えないものと
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する。 
（３）トラックで運搬するときは、管がつり具や荷台の角に直接当たらないようにクッション材
で保護するものとする。 

（４）小運搬を⾏うときは、必ず管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせたりしないもの
とする。 

（５）管の保管は屋内保管を標準とし、メーカー出荷時の荷姿のままとする。現場で屋外保管を
する場合はシートなどで直射日光を避け、熱気がこもらないよう風通しに配慮するものとす
る。 

（６）管の保管は平たんな場所を選び、まくら木を約１ｍ間隔で敷き、不陸が生じないようにし
て横積みするものとする。また、井げた積みにはしないものとする。 

（７）管の融着面の清掃時に使用するエタノール・アセトンは、保管量により消防法の危険物に
該当するため、保管に当たっては、法令及び津山市の条例を遵守するものとする。 

（８）多量に灯油、ガソリン等の有機溶剤を扱う場所での管の布設は、水質に悪影響を及ぼす場
合があるので、必要に応じてさや管を利用するなどの対策を⾏うものとする。 

 
６．バルブ 
（１）バルブの取扱いは、角材等を敷いて、水平に置き、直接地面に接しないようにするものと
する。また、吊り上げの場合はバルブに損傷を与えない位置に、台付けを確実にするものと
する。 

（２）バルブは、直射日光やほこり等をさけるため屋内に保管するものとする。やむを得ず屋外
に保管する場合は、必ずシート類で覆い、保護するものとする。 

 
２－１－１１ 管の据付け 
１．管の据付けについては、「施工基準」によるものとするが、これによらない場合は以下のと
おりとするものとする。 

 
２．管の据付けに先⽴ち、十分管体検査を⾏い、⻲裂その他の欠陥のないことを確認するもの 
とする。 
 
３．管の吊り下ろしに当たって、土留⽤切梁を一時取り外す必要がある場合は、必ず適切な補強
を施し、安全を確認のうえ、施工するものとする。 

 

 
４．管を掘削溝内に吊り下ろす場合は、溝内の吊り下ろし場所に作業員を⽴ち入らせないもの 
とする。 

 
５．管の布設は、原則として低所から高所に向けて⾏うものとする。 

 
６．管の据付けに当たっては、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線 
及び高低を確定して、正確に据付ける。また、管体の表示記号を確認するとともに、ダクタ 
イル鋳鉄管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号のうち、メーカーマークの記号を上に
向けて据付けるものとする。 

 
７．ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を⾏なわなければならない場合は、監督員の 
承諾を得てから継手の持つ許容曲げ角度以内で⾏うものとする。 

 
８．一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流⼊しないよう木蓋等で管端部をふさぐ 
ものとする。また、管内には綿布、工具類等を置き忘れないよう注意するものとする。 
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９．鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に良質の砂等を敷きならすものとする。 

 
２－１－１２ 管の接合 
１．管の接合については、「施工基準」によるものとするが、これによらない場合は以下のとお
りとする。 

 
２．ダクタイル鋳鉄管の接合については、⽇本ダクタイル鉄管協会が発⾏している接合要領書に
よるものとするが、これによらない場合は「第 2 編  第 2 章  ダクタイル鋳鉄管の接合」に準
ずるものとする。 

 

 
３．鋼管接合及び溶接塗覆装は、「第 2 編  第 3 章  鋼管接合及び溶接塗覆装現地工事」に準ず
る ものとする。 

 

 
４．塩化ビニル管及びポリエチレン管は、「第 2 編  第 4 章  ビニル管及びポリエチレン管の接
合」に準ずるものとする。 

 
５．継手チェックシートは管接合の品質管理を⾏う資料であり、記入については接合作業の都 
度⾏うものとする。 

 
２－１－１３ 管の切断 
１．管の切断に当たっては、所要の切管⻑及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管の全周
にわたって入れるものとする。 

 
２．管の切断は、管軸に対して直角に⾏うものとする。 

 
３．切管が必要な場合には残材を照合調査し、極⼒残材を使用するものとする。 

 
４．管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置を⾏ったうえ、十分注意 
して施工するものとする。 

 

 
５．ダクタイル鋳鉄管の切断は、専用の切断機で⾏うことを原則とするものとする。なお、異形
管は、切 断してはならないものとする。 
 
６．動⼒源にエンジンを用いた切断機の使用に当たっては、騒音に対して十分な配慮をするも 
のとする。 

 

 
７．Ｔ形継手管等の切断を⾏った場合は、必要に応じ挿し口端面をグラインダ等で規定の面取 
りを施し、挿入寸法を白線で表示するものとする。 

 

 
８．鋳鉄管の切断面は、衛生上無害なダクタイル管補修用塗料を施すものとし、連絡工事等で 
塗料の溶出を防ぐため、表-2.1 の硬化乾燥時間を厳守するものとする。 

表-2.1 硬化乾燥時間 
 

外気温 硬化時間 
１０℃ 
２０℃ 
３０℃ 

２５分 
２０分 
１５分 
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９．鋼管の切断は、切断線を中心に、幅 30cm の範囲の塗覆装を剥離し、切断線を表示して⾏う 
ものとする。なお、切断中は、管内外面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護措置を⾏うも 
のとする。 

 

 
10．鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上げを⾏うものとする。 
また、切断部分の塗装は、原則として新管と同様の寸法で仕上げるものとする。 

 

 
11．石綿セメント管を切断する場合には、「2-1-16 既設管の撤去」（4）とともに「水道用石 綿
セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」等の関係法令を遵守して実施するも の
とする。 

 
12．塩化ビニル管の切断は、次の要領で⾏うものとする。 
（１）管を切断する場合は、切断箇所が管軸に直角になるように、油性ペン等で全周にわたって
標線を入れるものとする。 

（２）切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を面取りするものとする。 
 

13．ポリエチレン管の切断は、次の要領で⾏うものとする。 
（１）ポリエチレン管の場合は、白色油性ペン等で標線を入れ、ポリエチレン管用のパイプカ 
ッタを用いて管軸に対して管端が直角になるように切断するものとする。また、切断面は、 
面取器を用いて管肉厚の 1/2 程度に面取りするものとする。 

（２）配水用ポリエチレン管の場合は、ポリエチレン管用のパイプカッタを用いて管軸に対し 
て管端が直角になるように切断するものとする。なお、高速砥石タイプの切断工具は、熱 
で管切断面が変形する恐れがあるため使用してはならないものとする。 

 
２－１－１４ 既設管との連絡 
１．連絡工事は、断水時間が制約されるので、十分な事前調査、準備を⾏うとともに、円滑な施
工ができるよう経験豊富な技術者と作業者を配置し、迅速、確実な施工に当たるものとする。 

 
２．連絡工事箇所は、必要に応じて試掘調査を⾏い、既設管(位置、 管種、管径等)及び他の埋設
物の確認を⾏うものとする。 

 

 
３．連絡工事に当たっては、事前に施工日、施工時間等について、監督員と十分打合せするもの
とする。 
 
４．連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を⾏い、機材の配置、交通対策、管内水の排水 
先等を確認し、必要な措置を講じるものとする。 

 

 
５．連絡工事に必要な資機材は、現場状況に適したものを準備するものとする。なお、排水ポ 
ンプ、切断機等については、あらかじめ試運転を⾏っておくものとする。 

 

 
７．防護コンクリートの打設に当たっては、仮防護等を緩めないように、十分留意して施工す 
るものとする。 

 

 
８．栓止りとなっている管は、既設管の水の有無にかかわらず内庄がかかっている場合がある 
ので、栓の取り外し及び防護の取り壊しには、空気及び水を抜き、内圧がないことを確認し 
た後、注意して⾏うものとする。 
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２－１－１５ 既設管の撤去 
１．既設管の撤去に当たっては、埋設位置、管種、管径等を確認するものとする。なお、管を撤
去し再使用する場合は、継手の取り外しを⾏い、管に損傷を与えないよう慎重に撤去するもの
とする。 

 
２．異形管防護等のコンクリートは、壊し残しのないようにし、完全に撤去するものとする。 

 
３．既設管の撤去が、状況により困難な場合は、関係者と協議の上、管端部を確実に閉塞する 
ものとする。なお、管内エアーミルク充填工を⾏う場合は、表-2.2 の配合により⾏うものと 
する。 
 

表-2.2 管内充填工配合表 
 

 セメント ベントナイト 水 アルミ粉 
質 量 比 1 0.3 2.3 1/5000 
１ｍ3当り 366kg 110kg 841kg 74g 

 
４．鋳鉄管、鋼管、弁栓類及び弁栓鉄蓋などの鉄製品を撤去した場合は、特に監督員の指示す 
る場合を除き、受注者の責任において処理するものとする。 

 

 
５．石綿セメント管、ビニル管、配水用ポリエチレン管、ポリエチレン管の撤去管が発生した
場合は、産業廃棄物となるため、その処分は「第 1 編 第 1 章 総則 1-1-21 建設副産物」及び
関係法令により表 2-3 のとおりに搬出し、確実に⾏うものとする。なお、局において石綿管
は特別管理産業廃棄物 として取り扱うものとする。 
 

表-2.3 副産物搬出一覧表 
 

副産物名 搬出場所 提出書類 
塩化ビニル管 中間処理施設及び最終処分場 マニフェスト 

ポリエチレン管 中間処理施設及び最終処分場 マニフェスト 

配水用ポリエチレン管 中間処理施設及び最終処分場 マニフェスト 
石綿セメント管 廃 石 綿 管 理 型 最 終 処 分 場 マニフェスト 

 
６．石綿セメント管の撤去に当たっては、「石綿障害予防規則」(平成 23 年 7 月 1 日付一部改 
正 厚生労働省令第 83 号)及び廃棄物処理等関係法令に基づくとともに、「水道用石綿セメ 
ント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」(平成 17 年 8 月厚生労働省健康局水道課) を活用
し適切に施工し、関係法令を遵守しなければならない。また、主な作業内容は次によるもの
とする。 
（１）受注者は石綿管の埋設状況等を、発注者からの通知に対し調査を⾏い、発注者に調査結 
果を報告しなければならない。 

（２）受注者は、石綿セメント管の撤去に係る作業計画を定め、監督員に提出するものとする。 
 

（３）受注者は、必要な技能講習を終了した者のうちから、石綿作業主任者を選任するものと 
する。 

（４）受注者は、石綿撤去作業に従事する労働者に「石綿の撤去作業に関する衛生教育」を⾏ 
い、監督員に通知しなければならない。 
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（５）受注者は、石綿セメント管の撤去作業に先⽴って「石綿セメント管の撤去等の作業に関 
するお知らせ」を作業現場の⾒やすい場所に掲示すること。 

（６）受注者は、石綿セメント管の切断等の作業を⾏うときは、作業員等に呼吸用保護具や専 
用の作業衣を使用させるものとする。 

（７）石綿セメント管の撤去に当たっては、粉じんを伴う切断等は避け、継手部で取り外すよ 
うにし、やむを得ず切断等を⾏う場合は、管に水をかけて湿潤な状態にして、さらに手動 
で切断する等石綿粉じんの発散を防止するものとする。 
また、撤去管は十分強度を有するプラスチック袋等でこん包するなど、石綿粉じんの発 
散防止を⾏うとともに、アスベスト廃棄物である旨を表示し、処分については、「第 1編 第
1章 総則 1-1-21 建設副産物の処理」によるものとする。 

 
２－１－１６ 不断水連絡工 
１．工事に先⽴ち、穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを⾏い、工事に支障の
ないように留意するものとする。 

 
２．使用する穿孔機は、機種、性能をあらかじめ監督員に報告し、使用前に点検整備を⾏うも 
のとする。 

 
３．割輪Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とするものとする。 

 
４．穿孔は、既設管に割輪Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定の 
水圧試験を⾏い、漏水のないことを確認してから⾏うものとする。 

 

 
５．穿孔機の取り付けに当たっては、支持台を適切に設置し、割輪Ｔ字管に余分な応⼒を与え 
ないようにするものとする。 

 
６．穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続するものとする。 

 
２－１－１７ 離脱防止⾦具取付工 
１．ダクタイル鋳鉄管に離脱防止⾦具を使用する場合は、各々の⾦具によって締付けトルクが設
定されているので、説明書等により確認し、メカニカル継手のＴ頭ボルトの締め付け状況(Ｔ
頭ボルトの締付けトルク等)を点検後、離脱防止⾦具の押ボルトの締付けトルクを確認するも
のとする。 

 
２．塩化ビニル管に離脱防止⾦具を使用する場合は、「2編 4章 水道用硬質塩化ビニル管及 
びポリエチレン管の接合 2-4-4 耐震⾦具及び離脱防止⾦具の装着」によるものとする。 

 
２－１－１８ 異形管防護工 
１．異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書等に基づいて⾏うも
のとする。 

 
２．前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を⾏うものとする。 

 
３．異形管防護コンクリートの施工に当たっては、次によるものとする。 
（１）あらかじめ施工箇所の地耐⼒を確認するものとする。 
（２）割栗⽯又は砕石基礎工は、管の据付け前に施工するものとする。 
（３）防護コンクリート打設に当たっては、管の表面をよく洗浄し、型枠を設け、所定の配筋 
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を⾏い、⼊念にコンクリートを打設するものとする。 
 

４．基礎工、コンクリート工、型枠工及び支保工、鉄筋工については、「施工基準」及び、「第 1 

編 第 3 章 一般施工、第 1 編 第 5 章 無筋、鉄筋コンクリート」に準ずるものとする。 
 

２－１－１９ 埋戻工 
１．埋戻工については、「施工基準」及び「第 1 編 第 4 章 土工」によるものとするが、これに
よらない場合は以下のとおりとするものとする。 

 
２．埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしないよう 
に注意するものとする。また、土留の切梁、管据付けの胴締め材、キャンバー等の取り外し時
期、方法は周囲の状況に応じ決めるものとするものとする。 

 

 
３．埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、締固め厚さが 20cm を超えないよう転圧
し現地盤と同程度以上の密度を確保するものとする。 

 

 
４．埋戻材は設計図書によるものとし、湧水がある場合は監督員と協議のうえ、材料を決定す 
ることとする。 

 
２－１－２０ 盛土工 
盛土工については、「第 1 編 第 4 章 土工」によるものとする。 

 
２－１－２１ 基礎工 
基礎工については、「第 1 編 第 3 章 一般施工」によるものとする。 

 
２－１－２２ コンクリートエ 
コンクリートエについては、「第 1 編 第 5 章 無筋、鉄筋コンクリート」によるものとする。 

 
２－１－２３ 型枠工 
型枠工については、「第 1 編 第 5 章 無筋、鉄筋コンクリート」によるものとする。 

 
２－１－２４ 鉄筋工 
鉄筋工については、「第 1 編 第 5 章 無筋、鉄筋コンクリート」によるものとする。 

 
２－１－２５ 伏越工 
１．施工に先⽴ち、関係管理者と十分協議し、安全、確実な計画のもとに、迅速に施工するもの
とする。 

 
２．河川、水路等を開削で伏越する場合は、次によるものとする。 
（１）伏越しのため、水路、その他を締切る場合は、氾濫のおそれのないよう水樋等を架設し、流
水の疎通に支障がないように施工するものとする。また、鋼矢板等で仮締切りを⾏う場合は、
止水を十分に⾏い、工事に支障のないようにするものとする。 

（２）降雨による河川水位の増大に備えて、対策を事前に協議し、予備資材等を準備しておくも
のとする。 

 
３．既設構造物を伏越しする場合は、必要に応じ、関係管理者の⽴会いのうえ、指定された防 
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護を⾏い、確実な埋戻しを⾏うものとする。 
 
２－１－２６ 軌道下横断工 
１．施工に先⽴ち、当該軌道の管理者と十分な協議を⾏い、安全、確実な計画のもとに、迅速に
施工するものとする。 
 
２．⾞両通過に対し、十分安全な軌道支保工を施すものとする。 

 
３．コンクリート構造物は、通過⾞両の振動を受けないよう、支保工に特別の考慮を払うもの 
とする。 

 

 
４．当該軌道管理者の監督員の指示があった場合は、直ちに監督員に報告し、措置するものと 
する。 

 

 
５．工事中は、監視員を配置し、⾞両の通過に細心の注意を払うものとする。また、必要に応 
じ沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を常時監視するものとする。 

 
２－１－２７ 水管橋架設工 
１．施工に先⽴ち、関係管理者と十分協議し、安全、確実な計画のもとに⾏うものとする。 

 
２．施工に先⽴ち、材料を再度点検し、塗装状況、部品、数量等を確認し、異常があれば監督 
員に報告してその指示を受けるものとする。 

 

 
３．施工に当たっては、事前に橋台、橋脚の天端高及び支間を再測量し、支承の位置を正確に 
決め、アンカーボルトを埋め込むものとする。アンカーボルトは水管橋の地震時荷重、風荷 
重等に十分耐えるよう、堅固に取り付けるものとする。また、アンカーボルトの穿孔には、 
構造物の配筋位置等を十分考慮するものとする。 

 

 
４．固定支承、可動支承部は設計図に従い、各々の機能を発揮させるよう、正確に据付けるも 
のとする。 

 

 
５．伸縮継手は、正確に規定の遊隙をもたせ、摺動形の伸縮継手については、ゴム輪に異物等 
をはさまないよう入念に取り付けるものとする。 

 
６．仮設用足場は、作業及び検査に支障のないよう安全なものとする。 

 
２－１－２８ 電食防止工 
（１）管の塗覆装に傷をつけないように注意するものとする。 
（２）コンクリート建造物の鉄筋と管体が接触することのないよう、電気的絶縁に留意するもの
とする。 

（３）水管橋支承部には、絶縁材を挿入して管と橋台の鉄筋が直接接しないように施工するもの
とする。 

（４）電気防食を⾏う管路に使用する推進用鋼管の鋼管と外装管の間の絶縁抵抗は、1×105Ω
以上確保するものとする。 

（５）陽極は、常に乾燥状態で保管するものとする。 
（６）陽極の運搬時は、リード線を引張らないようにするものとする。 
（７）陽極設置後の埋戻しは、「2-1-20 埋戻工」によるものとする。このとき、陽極リード線及
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び陰極リード線は、適切な間隔にテープで固定し地上に⽴ち上げ、接続箱設置位置まで配線
しておくものとする。 

（８）ターミナル取付け位置は、取付けに当たっては、管の表面をヤスリ、サンドペーパー等を
使用して、十分に研磨するものとする。 

（９）ターミナルは、管溶接部と同程度の塗覆装を⾏うものとする。 
（10）接続箱内に⽴ち上げたリード線は、束ねて防食テープで固定した後、地表面から約 20cm高
くし、同一⻑さに切断するものとする。 

（11）測定用ターミナルリード線以外の各線は、ボルト・ナットで締め付け防食テープで被覆す
るものとする。 

（12）鋼管の電気防食については、WSP050(水道用塗覆装鋼管の電気防食指針)によるものとする。 
 
２．流電陽極方式による電気防食装置の施工については、次によるものとする。 
（１）陽極埋設用の孔は、埋設管と平⾏に掘削するものとし、陽極を 1 箇所に 2 個以上設置する
場合は、陽極相互の間隔を 1.0m 以上離すものとする。なお、掘削時に管の塗覆装を傷つけな
いものとする。 

（２）配線材料は、次のものを使用するものとする。 
a）ケーブル :JIS C 3605  600V ポリエチレンケーブル 
b）保護管 :JIS C 3653 電⼒用ケーブルの地中埋設の施工方法の附属書 1 波付硬質合 

成樹脂管(FEP) 
JIS C 8430 硬質ビニル電線管(VE 管) 

（３）陽極は埋設管から 200mm 以上の離隔を確保するものとする。 
（４）陽極リード線の結線部(⺟線と子線等)は水が侵入しないよう確実にシールし、リード線は
保護管に入れて地表面に⽴ち上げるものとする。 

（５）陽極リード線と埋設管からのリード線は、地上に設置したターミナルボックス内で接続す
るものとする。 

 
３．外部電源方式による電気防食装置の施工については、次によるものとする。 
（１）埋設管と電極は標準として水平距離で 5m 程度以上離すものを標準とする。 
（２）配線工事は「電気設備に関する技術基準を定める省令」(経産業省令第 52 号)及び「電気設
備の技術基準の解釈」(一般社団法人日本電気協会編)によるものとする。 

（３）電線の接続は、原則として所定の接続箱の中で⾏い、特に(十)側配線は電線被覆に傷がつ
かないように注意するものとする。 

（４）配線材料は、流電陽極方式と同様のものを用いるが、ケーブルは十分な容量を持つものを
用いるものとする。 

（５）端子、接続部などは絶縁処置を施すものとする。 
（６）電極保護管は、次のものを使用するものとする。 

JIS K 6741  硬質ポリ塩化ビニル管 
JIS G 3452  配管用炭素鋼鋼管 

（７）深埋式は、電極保護管のすき間にバックフィル充填するものとする。 
（８）電食防止装置の設置完了後は、全装置を作動させ、管路が適正な防食状態になるように調
整を⾏うものとする。 

 
２－１－２９ 水道用ポリエチレンスリーブ被覆工 
１．防食用ポリエチレンスリーブ被覆工については、「施工基準」によるものとするが、これに
よらない場合は以下のとおりとする。 

 
２．スリーブの運搬及び保管 
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（１）スリーブの運搬は、折りたたんで段ボール箱等に入れ損傷しないよう注意して⾏うものと
する。 

（２）スリーブは、直射日光を避けて保管するものとする。 
 
３．スリーブの被覆 
（１）スリーブの被覆は、スリーブを管の外面にきっちりと巻付け余分なスリーブを折りたたみ、
管頂部に重ね部分がくるようにするものとする。 

（２）管継手部の凸凹にスリーブがなじむように施工するものとする。 
（３）管軸方向のスリーブの継ぎ部分は、確実に重ね合せるものとする。 
（４）スリーブの固定は、粘着明示テープあるいは固定用バンドを用いて固定し、管とスリーブ
を一体化するものとする。 

（５）既設管、バルブ、分岐部等は、スリーブを切り開いて、シート状にして施工するものとす
る。 

 
２－１－３０ 管明示工 
１．管明示工については、「施工基準」によるものとするが、これによらない場合は以下のとお
りとする。 
２．管明示シートは、管路を埋戻す際に管路⼟被りの 2分の 1を基準として管埋基準内に敷くも
のとする。 

 
２－１－３１ 通水準備工（洗管等） 
１．洗管には洗管専用の玉を挿入し、弁栓類等の開閉操作を⾏い、異常の有無を確認するものと
する。更に、洗管後は水質検査を実施するものとする。 

 
２．洗管後の管接続は十分清掃するとともに、継手部の異物の有無、塗装の状態等を調べ、最 
後に残存物がないことを確認するものとする。 

 
２－１－３２ 水圧試験 
１. 水圧試験については、「設計図書」によるものとするが、これらによらない場合は監督員の
指示によるものとする。 

 
２－１－３３ 仮設配管 

仮設配管については、「設計図書」によるものとするが、これらによらない場合は監督員の指
示によるものとする。 

 
２－１－３４ 仮設電源 
１．仮設電源の配線は、原則として DUF2.6－2C を使用するものとする。 

 
２．中国電⼒の電柱より仮設電柱までの距離は 20m 以内とするものとする。 

 
３．道路（⾞道）を横断する場合は、最低架空線高を 5m 以上とするものとする。 

 
２－１－３５ 工事関係書類の提出 
１．受注者は、別に定めるもののほか、次の関係書類を監督員に提出しなければならない。 

 
２．工事日報 着手から完了までの作業内容、その他監督員の指示する事項を工事日誌に記入し、
速やかに 提出するものとする。 
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３．工事写真 
（１）工事写真は、特に監督員が指示したものを除き、施工基準のとおりに各工程及び内容説
明を添付し整理するものとする。また、監督員がカラ－ネガフイルム（フルサイズ）又
はデジタル写真を求めた場合は表-2.4により提出するものとする。 

（２）工事写真は、Ａ4 規格で１枚づつで整理し、原則としてデジタル写真での印刷は認めない。
ただし、工種により監督員が認めた場合はその限りではない。 

 

表-2.4 工事写真分類表 
 

種 類 提 出 物 規 格 等 部数 
カラ－ネガフイルム 
（フルサイズ） 

形式 

写真帳 ・規格 A4 1 部 
 

ネガアルバム 
・規格 A4 
・ベタ焼写真（カラ－）を添付 

 

1 部 

 
 
 
 
 
 
デジタル写真形式 

 
 
 
 
写真帳と同等に編集 
印刷したもの 

・規格 A4 
・有効画素数 100 万画素数以上 
・ﾌﾟﾘﾝﾀｰはﾌﾙｶﾗｰで 720×360dpi 
以上 

・ｲﾝｸ・用紙等は通常の使用条件の 
もとで 3 年間程度に顕著な劣化 
が生じないもの 

 
 
 
1 部 

電子データについては 3 年間保持 
し、監督員の指示により提出 

－ 

 
４．承認図及び施工図 
次の図書類を規格 A4 に編冊して提出するものとする。 
（１）機器の外形図、内部構造図、詳細図、結線図、配置図、基礎図 
（２）施工詳細図、配管詳細図 
（３）その他、監督員の指示するもの。 承認後特に指示したものは、速やかに決定図を提出す

るものとする。 
 
５．工事完工図 
（１）工事完工図及び仮設配管工事完工図は原則として完成書類と併せ、監督員に提出するもの
とする。また、道路管理者への完工届等、別途必要な場合は、監督員の指示によるものとす
る。 

 
６．弁栓類台帳 
（１）弁栓類台帳の作成は、施工基準によるものとし、表-2.6 のとおり完成書類と併せ、監督
員に提出するものとする。 
 
 
 
 
 
 

 
 



53 

 

表-2.6 弁栓類台帳一覧表 
 

原 図 ・局指定の様式 
・規格 A4 

1部 

複 写 ・規格 A4 1部 

電子データ ・監督員の指示による 
・CD媒体（完工図入⼒ CDに含むことができる） 

 

 
（２）受注者は、新設の弁栓類を設置した場合に弁栓類台帳を作成するものとする。 
（３）弁栓類台帳は、１弁栓 1 枚の台帳に記入するものとする。 

 
７．給水台帳 給水台帳の作成は、局指定の用紙に記入し、完成書類と併せ監督員に提出するも
のとする。 

 
２－１－３６ 工事完成検査時の提出書類 
１．受注者は、工事完成検査を受ける場合は工事完成関係書類を監督員に提出するものとする。 

 
２．工事完成提出書類の部数は、監督員の指示によるものとする。 



54 

 

第２章 ダクタイル鋳鉄管の接合 
 

ダクタイル鋳鉄管の接合は「施工基準」によるものとするが、これによらない場合は以下のと
おりとする。 

 
２－２－１ 一般事項 
１．接合方法、接合順序、使用材料等の詳細について着手前に監督員に報告するものとする。 

 
２．継手接合に従事する配管工は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接合要領等を
熟知するとともに豊富な経験を有するものとする。 

 
３．接合に先⽴ち、継手の付属品及び必要な器具、工具を点検し確認するものとする。 

 
４．接合に先⽴ち、挿し口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着している油、砂、 
その他の異物を完全に取除くものとする。 

 
５．付属品の取扱いに当たっては、次の事項に注意するものとする。 
（１）ゴム輸は、直接日光、火気にさらすことのないよう、極⼒屋内に保管し、梱包ケース
から取り出した後は、できるだけ早く使用するものとする。また、未使用品は必ず梱包
ケースに戻して保管するものとする。この際、折り曲げたり、ねじったままで保管しな
いものとする。 

（２）ボルト・ナットは、直接地上に置いたり放り投げないものとする。また、ガソリン、
シンナー等を使って洗わないものとする。 

（３）押輪は、直接地上に置かず、台木上に並べて保管するものとする。 
 
６．管接合終了後、埋戻しに先⽴ち継手等の状態を再確認するとともに、接合部及び管体外
面の塗装の損傷箇所には防錆塗料を塗布するものとする。 

 
２－２－２ 継手⽤滑剤 

ダクタイル鋳鉄管の接合に当たっては、衛生上無害な JDPA Z 2002（ダクタイル鋳鉄管継
⼿⽤滑剤）を使用するものとする。また、ゴム輪に悪い影響を及ぼすもの、衛生上有害な成
分を含むもの並びに中性洗剤やグリース等の油類は使用しないものとする。 

 
２－２－３ GX形ダクタイル鋳鉄管の接合 
１．GX形直管の接合(呼び径75〜250) 
（１）管の据付及び挿し口の挿入 
① 据付については、管内部を十分清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線及び
高低を確定して、正確に据付けるものとする。 
② 挿し口の挿入に際し、挿し口外面に表示してある２本の白線のうち白線Ａの挿し口側
の端に受口端面を合わせることを標準とするものとする。 

（２）ゴム輪の位置確認 
チェックゲージがゴム輪位置まで挿入できない場合は、継手が曲がりすぎているか接合



55 

 

不良の可能性があるので、継手の角度を戻し再度ゴム輪の位置を確認し、異常があれば解
体する等の処置を⾏うものとする。 

 
２．GX形P-Linkの接合(呼び径75〜250） 
P-Link挿し口と直管受口の接合においても前項と同様の取り扱いとするものとする。た

だし、P-Link挿し口外面に表示してある⻩線の挿し口側の端に受口端面を合わせることを
標準とするものとする。 

 
２－２－4 K形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 
図-2.1 K形の

接合 
１．挿し口外面の清掃は端部から 40 ㎝程度とするものとする。 

 
２．押輪の⽅向を確認してから挿し口部に預け、次に挿し口部とゴム輪に滑剤を十分塗布し、 
ゴム輪を挿し口部に預けるものとする。 

 
３．挿し口外面及び受口内面に滑剤を十分塗布するとともに、ゴム輪の表面にも滑剤を塗布の

うえ、受口に挿し口を挿入し、胴付間隔が 3〜5mm となるように据付けるものとする。 
 
４．受口内面と挿し口外面との隙間を上下左右均等に保ちながら、ゴム輪を受口内の所定の
位 置に押し込むものとする。この際、ゴム輪を先端の鋭利なもので叩いたり押したりして
損傷させないように注意するものとする。 

 

 
５．押輪の端面に鋳出してある管径及び年号の表示を管と同様に上側にくるようにするもの
とする。 

 

 
６．ボルト・ナットの清掃を確認のうえ、ボルトを全部のボルト穴に差し込み、ナットを軽
く 締めた後、全部のボルト・ナットが入っていることを確認するものとする。 

 

 
７．ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対角
の ナットの順に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じにな
るよ うにするものとする。この操作を繰返して⾏い、最後にトルクレンチにより表-2.9 に
示すト ルクになるまで締付けるものとする。 
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表-2.9 K形締付けトルク 
 

管 径 （mm） ト ル ク （N・m） ボ ル ト の 呼 び 
75 60 M16 

100〜600 100 M26 
700〜800 140 M24 
900〜2600 200 M30 

 
２－２－5 Ｔ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.2 Ｔ形管の接合 
 
１．挿し口外面の清掃は端部から白線までとするものとする。 

 
２．ゴム輪の装着は、ヒール部を手前にしてゴム輪の溝が受口内面の突起部に完全にはまり
込 むよう正確に⾏うものとする。 

 

 
３．挿し口先端から白線までの部分及びゴム輪の挿し口接触部分に滑剤をむらなく塗布する
ものとする。なお、滑剤は ２－２－２「継手用滑剤」に適合する専用のものを使用し、グリ
ース等の油類は絶対に使用しないものとする。 

 
４．接合に当っては、管径に応じてフォーク、ジャッキ、レバーブロック等の接合器具を使用

するものとする。 
 
５．切管した場合又は他形式の挿し口とＴ形受口との接合の場合は、必ずグラインダーや加
工機で直管と同程度の面取り加工を⾏うとともにゴム輪を損傷しないようにヤスリで円味
を付けるものとする。また、加工部塗装の後、所定の位置に白線を記入するものとする。 

 

 
６．管挿入後、挿し口が規定通り入っているか、ゴム輪が正常な状態かを十分確認するもの
とする。 
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２－２－6 NS形ダクタイル鋳鉄管の接合 
 
 

 
 

図-2.3 NS形管の接合 
 

（１）挿し口外面の端から約30㎝の清掃と受け口内面の清掃を⾏うものとする。 
（２）ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認するものとする。 
（３）清掃したゴム輪を受け口内面の所定の位置にセットするものとする。 
（４）ゴム輪の内面と挿し口外面のテーパ部から白線までの間、滑剤を塗布するものとする。 
（５）管を吊った状態で管芯を合わせて、レバーブロックを操作して接合するものとする。 
（６）受け口と挿し口の隙間にゲージを差し入れ、ゴム輪の位置を確認するものとする。 
（７）接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記人しながら⾏う。 

 
２－２－7 U形ダクタイル鋳鉄管の接合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.4 U形管の接合 
 
１．挿し口外面の清掃は、端部からストッパーまでとするものとする。 

 
２．挿入に当っては、挿し口外面及び受口内面に滑剤を塗布のうえ、挿し口外面のストッパ
ーが受口端面に当たるまで挿入するものとする。そのときの胴付間隔は、表-2.10、図-2.5 
に示すとおりである。 
表-2.10 胴付間隔及び締付け完了時の押輪と受口底部の間隔(単位:mm) 

管 径 胴 付 間 隔 （Ｙ） 締付け完了時の間隔(a) 
700〜1500 105 60 
1600〜2400 115 70 
2600 130 80 
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図-2.5 胴付間隔及び締付け完了時の押輪と受口底部の間隔 

 
３．ゴム輪は滑剤を塗布し、その方向を確認してから挿し口に預け、指先でできるだけ受口
の奥まで押し入れるものとする。 

 
４．割輪は下から順次挿入するものとする。 

 
５．押輪は下から順次挿入し、上部が落ちないよう留め⾦具で固定し、押輪のボルトの一部
(3 本に 1 本程度の割合)をスパナで逆回転させて 30〜40 ㎜程度押輪からねじ出し、ゴム輪
を奥に押し込む。次に、全ボルトの頭部に継棒を順次挿人し取り付けるものとする。 

 
６．ねじ出し間隔が上下左右均等になるように注意しながら、押輪が所定の位置(表 2.10、

図-2.5)にくるまで全ボルトをねじ出すものとする。ただし、そこまでのねじ出しが困難な

場合は、表2-11 に示す規定のトルクに達したところで締付けを完了するものとする。 
 
 

表2-11 U、UF形締付けトル
ク 

 

管 径（mm） トルク （N・m） ボルトの呼び （mm） 
700〜1500 120 M22 
1600〜2600 140 M24 

 
７．接合が完了し、口径により、テストバンドによる水圧試験を⾏った後、次の要領で受口
と 押輪の間にモルタルを充填するものとする。 
（１）押輪、受口内面に軟練りモルタル(水／セメント=0.35〜0.4、セメント/砂≧2/1)を刷
毛あるいは手で次の硬練りモルタルを打つまでに、モルタルが乾き切ってしまわない範
囲に塗布するものとする。 

（２）硬練りモルタル(水・セメント=0.2〜0.4、セメント/砂=1/1)を球状にして、管底側か
ら順次管頂側に向って手で押し込むものとする。 

（３）ハンマーでモルタル面を叩き十分につき固め、こてで表面を仕上げるものとする。 
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２－２－8 KF形ダクタイル鋳鉄管の接合 
１．2-2-3「K 形ダクタイル鋳鉄管の接合」に準ずるとともに、次によるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.6 KF形管の接合 
２．ロックリング内面全周を、完全に挿し口溝内に圧着させた状態で、ロックリング切断面
の間隔を測定、記録しておくものとする。 

 

 
３．ロックリングを全周にわたって、完全に受口溝内に納めるものとする。このとき、ロッ
クリングの切断箇所は、直管の場合上部タップ穴の中間にくるように調整し、曲管の場合
は曲りの内側のタップ穴の中間にくるようにするものとする。 

 

 
４．受口、挿し口の芯出しを⾏い、衝撃を加えないよう真っすぐ静かに、挿し口を受口内の
所定の位置まで挿入するものとする。 

 

 
５．ロックリングが完全に挿し口溝内に、はまり込んでいることを確認した後、セットボル
ト をねじ込み、ロックリングを締付けるものとする。セットボルトの締付け時に受口、挿
し口の偏心をできるだけ修正し、全部のセットボルトの締付け完了後においては、受口と
挿し口の間隔が、全周ほぼ均等になるようにするものとする。また、全部のタップ穴にセ
ットボルトが入っていることを確認するものとする。 

 

 
６．セットボルトを完全に締付けた状態で、ロックリング切断面の間隔を測定し、前項 1.の
挿しロ溝内に圧着させた状態で測定したものと同じか、又は小さい数値であることを確認
する ものとする。 

 

 
７．受口外面のセットボルトの周りをきれいに掃除して滑剤を塗り、シールキャップをねじ
込み、キャップ面が受口外面に接するまで締めつけるものとする。なお、全てセットボル
トに シールキャップが取り付けられていることを確認するものとする。 
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２－２－9 UF形ダクタイル鋳鉄管の接合 
１．2-2-6「U 形ダクタイル鋳鉄管の接合」及び 2-2-7「KF 形ダクタイル鋳鉄管の接合」に準ず
るとともに次によるものとする。 

 
図-2.7 UF形管の接合 

 
２．挿し口外面の清掃は端部から 20 ㎝程度とするものとする。 

 
３．ロックリングの切断箇所は、タップ穴の間隔の最も狭い所の中間にくるようにするもの
とする。 

 
２－２－10 SⅡ形、S形ダクタイル鋳鉄管の接合 
１．SⅡ形ダクタイル鋳鉄管の接合は、以下によるものとする。 

 

 
図-2.8 SⅡ彩管の接合 

 
（１）挿し口外面の清掃は、端部から 50 ㎝程度とするものとする。 
（２）ロックリング絞り器具を利⽤してロックリングを絞り、受口溝内に密着させた状態で、ロ
ックリング切断面の隙間を測定し記録しておくものとする。 

（３）挿し口外面、受口内面及びゴム輪内面にむらなく滑剤を塗布するものとする。 
（４）接合に当たっては、バックアップリングの方向を確認し、図－2.9 に示す A の白線の受
口端面の位置に合うように挿し口を挿入するものとする。 
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図-2.9 受口・挿し口の挿入完了（単位：mm） 
 

表-2.12 挿し口白線の位置 (単位:mm) 
 

管 径 一般挿し口用（ｌ1） ⻑尺継ぎ輪挿し口用(ｌ1) 
100 135 300 

150〜250 150 300 
300〜450 175 375 

 
（５）ロックリングを受口溝内に密着させ、ロックリング分割部の隙間を測定し、受口、挿し
口の挿入前に測定した隙間との差が±1.5 ㎜以下であることを確認するものとする。 次に、
バックアップリングを受口と挿し口の隙間に、ロックリングに当たるまで挿入するものと
する。なお、バックアップリングの切断面は、ロックリング分割部に対して 180°ずれた
位置にするものとする。 

（６）ゴム輪、押輪、ボルトを所定の位置にセットのうえ、仮り締めをし、受口端面と図－
2.10 に示す B 白線の端面側までの間隔が、規定寸法(80 ㎜)になるようにするものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2.10 受口端面とB白線の端面側との間隔 

 
（７）受口端面と押輪の間隔が広いところから、順次対角位置のナットを少しずつ締付ける
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ものとする。最後に、全部のナットが標準締付けトルク(100N・m)に達しているかを確認
するものとする。 

 

２．S 形ダクタイル鋳鉄管の接合は、以下によるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2.11 ロックリング接合部 
（１）挿し口外面の清掃は端部から 60 ㎝程度とするものとする。 
（２）結合ピース I 及びⅡを取り付けたロックリングを、挿し口外面の規定の位置に挿入し、
ロックリングの⻑さ調整を⾏うものとする。 

（３）ロックリングは、結合部が管頂にくるよう受口溝内に預け入れるものとする。 
（４）押輪、割輪を挿し口ヘセットし、次に挿し口外面及び受口内面(端面から受口溝までの
聞に滑剤を塗りゴム輪、バックアップリングを挿し口へ預けるものとする。 

（５）胴付間隔が表-2.13 となるように挿し口を受口に挿入するものとする。 
表-2.13 胴付間隔 (単位:mm) 

 

管 径 胴付間隔Ｙ 管 径 胴付間隔Ｙ 
500 75 1500 80 
600 75 1600 75 
700 75 1650 75 
800 75 1800 75 
900 75 2000 80 
1000 80 2100 80 
1100 80 2200 80 
1200 80 2400 85 
1350 80 2600 85 

 
（６）ロックリング絞り器具でロックリングを絞り、結合ピースⅢを結合ピース I とⅡの間に
挿入した後ロックリングと結合ピース I・Ⅱ・Ⅲが挿し口外面に接触していることを確認
するものとする。なお、ロックリング内面と挿し口外面の隙間が⻑い範囲にわたり 1 ㎜
以上あってはならないものとする。 

（７）バックアップリングを受口と挿し口の隙間に全周にわたり、ロックリングに当たるま
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で挿入するものとする。この際、バックアップリングの補強板の中心が、ロックリング結
合部の中心に合うようにするとともに、バックアップリングがねじれていないことも確認
するものとする。 

（８）ゴム輪に滑剤を塗り、受口、挿し口の隙間に手で押し込むものとする。次にボルトを、
ねじ部が傷つかないようにして受口タップ穴にねじ込むものとする。 

（９）締付けは押輪をボルト穴に預け、芯出しピースを使用して、押輪の芯出しをしながら
ナット数個で軽く締めるものとする。次に、割輪を押輸の切欠き部に全周入れ、ラチェ
ットレンチ、スパナ等で全周一様に表-2.14 に示す、締付けトルクまで締付けるものと
する。 

表-2.14 締付けトルク 
 

管 径 ボルトの呼び 締付けトルク(N･m) 
500・600 M20 100 
700・800 M24 140 
900〜1200 M30 200 

 
２－２－１1 US形ダクタイル鋳鉄管の接合 
１．US 形ダクタイル鋳鉄管の接合は、「２－２－７ U 形ダクタイル鋳鉄管の接合」、「２－２－８ UF 形ダク
タイル鋳鉄管の接合」によるとともに、ロックリングの取付け方法は、次によるものとす
る。 

 
２．ビニルチューブ方式 
（１）ロックリングを完全に挿し口外面に圧着させた状態で切断面の間隔(a1)を測定し、記録
しておくものとする。 

（２）受口の位置決めは、ビニルチューブ取り出し口を必ず管頂付近にくるようにするものと
する。 

（３）受口の溝にビニルチューブをねじれないように挿入するものとする。 
（４）ロックリングセットは、ロックリングの切断箇所が必ず管底にくるようにするものと
する。 

（５）挿し口を受口に挿入する前に、受口内面奥に に規定する胴付間隔に相当するディスタ
ンスピースを置くものとする。なお、特別な理由で胴付間隔を変える場合は、その寸法
のディスタンスピースを用いるものとする。また、使用したディスタンスピースは、接
合完了後必ず撤去するものとする。 

表-2.15 胴付間隔 (単位:mm) 
 

管 径 胴付間隔Ｙ 
700〜1500 105 
1600〜2400 115 
2600 130 

 
（６）挿し口を受口に挿人後、ロックリングが押し口に十分装着されているかを確認するため、 
ロックリング切断面の間隔(a2)を測定し、記録するものとする。この時の間隔と前記
(1) で測定した間隔とを比較し、a2≦a1+3 ㎜であれば正常と判断するものとする。 

（７）ビニルチューブヘのモルタル充填に使用するモルタルの配合は、水：セメント：砂
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=1：2：0.7(質量⽐)とするものとする。なお、充填は水密機構部の接合が終わってから
⾏うものとする。 

 
３．セットボルト方式 前項(1)(5)(6)に準拠するほか、次によるものとする。 
（１）セットボルトを受口溝の内面までねじ込むものとする。 
（２）ロックリングを受口溝内にあずける、この時ロックリングの分割部はセットボルト用
タップ穴の間隔の最も狭いところの中間になるようにするものとする。 

（３）胴付間隔は、表-2.15 のとおりとするものとする。 
（４）ロックリングをセットボルトで締付け、全部の締付け完了後ロックリング内面が全周挿
し口外面に接触(部分的な 1 ㎜以内の隙間のものは可とする。)していることを確認するものとす
る。 

 
２－２－１2 水圧試験に伴うモルタルライニング面への浸透防止 
 鋳鉄管の現場切管部に対しては、テストバンドによる水圧試験時の圧カ水がモルタルライ
ニング部に、浸透するのを防止するため、配管前に地上において次の要領で塗装するものと
する。 

１．この塗装に用いるシールコート塗料は、塩化ビニル系重合物又はアクリル系重合物で JIS 
A5314(ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)を使用するものとする。 

 
２．シールに先⽴ち、モルタルライニング面が乾燥していることを確認したうえで、ワイヤ
ブラシ等により清掃し粉塵等も除去するものとする。なお、乾燥が不十分なときは綿布等
で払 うものとする。 

 

 
３．塗装は、切断端面から約 150 ㎜塗布するもので下塗り、上塗りの 2 回に分けて⾏うもの
とする。なお、配管は塗装後少なくとも 24 時間以上乾燥時間をおいてから⾏うものとする。 

 

 
４．塗装方法は、原液と希釈剤を 1：2 の割合で混合したものを下塗り用とし、平均 150ｇ/
㎡ を刷毛でモルタルライニング面にすり込むように塗るものとする。更に、下塗りの表面
が乾いたことを⾒はからって、原液を平均 300ｇ/㎡に塗布するものとする。なお、この塗
装は比較的湿度の低いときに⾏い、切断端面を巻き込むようにするものとする。 
 

２－２－１３ 内面エポキシ樹脂粉体塗装 
１．一般事項 
ダクタイル鋳鉄管の内面塗装には JWWA G 112（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹

脂粉体塗装）に規定されるエポキシ樹脂粉体塗料を使用するものとする。 
 
２．取扱い上の注意事項  
エポキシ樹脂粉体塗装された管は、運送時、配管施工時などに際して極端な衝撃を加えた

り、投げるなどの取扱いは塗膜に損傷を与えるおそれがあるため避けるものとする。また、
保管に当たっては、装着されている保護キャップなどが外れていないかをチェックし、管
内面に直射日光、雨水、土砂及び粉塵が入らないように注意するものとする。 
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３．管の切断  
管の切断は、ダイヤモンドブレード、バイト式カッタ、電動のメタルソー等を使用し、

エポキシ樹脂粉体塗膜はモルタルライニングに比べて熱に弱く、ガス切断は塗膜が軟化し
熱変形が生じて管と塗膜の密着が損なわれるため⾏わないものとする。また、切断後の端
面は、赤水防止のため JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）又は、JWWA K 
139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）に適合した常温硬化形エポキシ樹脂塗料を用
いて塗装するものとする。 

 

４．穿孔 
管に穿孔する場合の穿孔機は、電動方式のものを用い、穿孔用ドリルは図－2.2 に示す形

状のものを用いるものとする。また、きり径 30mm 以上の穿孔を⾏う場合は、センタドリル付
きホールソーを用いるものとする。 

 
図-2.2 穿孔用ドリル 
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第３章 鋼管接合及び溶接塗覆装工事 
 

２－３－１ ねじ込み接合 
ねじ込み接合は、シール材(液状ガスケット、シール用テープなど)を用いて継手を接合部と
なじませるものとする。ねじ山は JIS B 0203 の管用テーパーねじとし、ねじ込みの際に管や継
手の外面に生じたきずや露出したねじ部には防食剤や塗料などを塗布して補修し、埋設する場
合は上記継手部分に防食テープを 1/2 以上重ね合せて巻付けるものとする。 

 
２－３－２ 溶接一般事項 
１．受注者は工事着手前に、接続方法、溶接順序、溶接機、溶接棒、塗覆装方法等を施工計画書
に記載して監督員に提出するものとする。 

 
２．溶接作業に先⽴ち、これに従事する溶接士の経歴書、写真及び資格証明書を提出するものと
する。 

 
３．溶接作業に当たっては、火災、漏電等について十分な安全対策を講ずるものとする。 

 
４．溶接開始から塗覆装完了まで、接合部分が浸水しないようにするものとする。 

 
５．溶接作業中は、管内塗装面を傷めないよう十分防護措置を施し、作業者歩⾏についても十 
分注意させるものとする。 

 
６．溶接作業中の溶接ヒュームは、適切な換気設備により十分な除去対策を⾏うものとする。 

 
７．受注者は、施工計画書のとおり施工しているか段階的に確認を⾏い、監督員に報告するもの
とする。 
また、監督員は必要に応じ、⽴会いを⾏うものとする。 

 
８．塗覆装施工に先⽴ち、これに従事する塗装工の経歴書を提出するものとする。なお、塗装 
には、この種の工事に豊富な実務経験を有する技能優秀な者とする。 

 

 
９．溶接及び塗覆装作業に当たっては、周囲の環境汚染防止に留意するとともに「有機溶剤中毒
防止規則」及び「特定化学物質等障害予防規則」に基づき十分な安全対策を⾏わなければなら
ない。また、大口径管路の管内作業時では、「酸素欠乏症等防止規則」に基づく酸欠防止措置を
怠らないようにするものとする。 

 

 
10．溶接及び塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を傷めないよう適当な
当てものをするものとする。 

 

 
11．塗装面上を歩くときは、ゴムマットを敷くか、またはきれいなゴム底の靴、スリッパ等を使
用するものとする。 

 
12．鋼管に使用する塗覆装は、原則として表-2.16 によるものとする。 

 
13．鋼管の電食防止対策については、「2－1－29 電食防止工」に準じ鉄骨や鉄筋など他の異種 
⾦属と接触することのないよう留意するものとする。 
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表-2.16 鋼管に使用する現地塗覆装 
 

内外面区分 使用する塗覆装 規 格 等 
 

鋼管内面 
 

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法 JWWAK157 
WSP072 

鋼管外面 水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法 
水道用ジョイントコート 

JWWAK  115 
JWWAK153 

注:受渡当事者間の協議により、鋼管内面に水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法を適用
できる。鋼管外面の水道用タールエポキシ樹脂塗料は、露出配管、コンクリート内配管
等に使用する。 
備考:WSP072「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法(現場溶接部の動⼒工具による
下地処理と手塗り塗装)」 

 
２－３－３ アーク溶接 
１．溶接士の資格 
従事する溶接士は、JIS  Z  3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)、JIS  
Z3821(ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準)又は、これと同等以上の
有資格者であることとする。 

 
２．溶接棒 
（１）溶接棒は、JIS Z 3211(軟鋼、高張⼒鋼及び低温鋼用被覆アーク溶接棒)に適合するも
ので、次のいずれかを使用するものとする。 

4316  (低水素系)、4301 (イルミナイト系)、 
4303  (ライムチタニア系)、  4311  (高セルローズ系) 

（２）ステンレス鋼(管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む)およびステンレスクラッド鋼の
場合は、JIS Z 3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)JIS Z 3321(溶接用ステンレス鋼溶
加棒及びソリッドワイヤ)に適合するもので、⺟材に合わせて次のいずれかを使用する
ものとする。 

   これ以外の溶接棒を使用する場合は、監督員に協議するものとする。 
D308、D309L、D309、D310、D316L、D316、Y308、Y316、Y309 

（３）溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を⾏い、湿度の高い掘削溝中に裸のま
まで持ち込まないものとする。溶接棒の標準乾燥条件は、低水素系（E4316）の溶接棒は
300℃〜350℃で 30分〜60分間、イルミナイト系（E4319）及びライムチタニア系
（E4303）の溶接棒は70℃〜100℃で30分〜60分間とし、恒温乾燥器中に保持した後、
適切な防湿容器に⼊れて作業現場に持ち込み、これより 1本づつ取り出して使用するもの
とする。 
３．溶接 
（１）溶接部は十分乾燥させ、錆その他有害なものは、ワイヤブラシその他で完全に除去し、
清掃してから溶接を⾏うものとする。 

（２）溶接の際は、管の変形を矯正し、管端に過度の拘束を与えない程度で正確に据付けて、
仮付け溶接を最小限度に⾏うものとする。仮付け溶接も本溶接の一部であるから、ブロ 
ーホール、割れなどが認められる時は、その部分を完全に除去しなければならない。
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なお、溶接に伴い、スパッタが塗装面を傷つけないよう適切な防護をするものとする。 
（３）ビードの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、最大 4 ㎜を標準とするものとす  
る。 

（４）本溶接は、溶接部での収縮応⼒や溶接ひずみを少なくするために、溶接熱の分布が均
等になるような溶接順序に留意するものとする。 

（５）溶接を開始後、その一層が完了するまで連続して⾏うものとする。 
（６）溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃した後、⾏うものとする。 
（７）両面溶接の場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジングにより健全な溶接層ま
ではつり取った後溶接を⾏うものとする。 

（８）ステンレス鋼鋼管(管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む)の初層及び 2 層目溶接 TIG
溶接とし、3 層目からの積層溶接は、TIG 溶接又は被覆アーク溶接とするものとする。 

（９）ステンレス鋼鋼管(管端ステンレス鋼付塗覆装鋼管を含む)の溶接に当たっては、管内
面側を不活性ガス(アルゴンガス又は同等の性能を有する不活性ガス)にてバックシール
ドするものとする。 

（10）屈曲箇所における溶接は、その⾓度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸法に仕
上げてから⾏うものとする。中間で切管を使用する場合もこれに準じて⾏うものとする。 

（11）雨天、風雪時又は厳寒時は、原則として溶接をしないものとする。ただし、適切な防
護設備を設けた場合又は溶接前にあらかじめガスバーナ等で適切な予熱を⾏う場合は、
監督員と打合せのうえ、溶接をすることができるものとする。 

（12）溶接作業は、部材の溶込みが十分に得られるよう、適切な溶接棒、溶接電流及び溶接
速度を選定し欠陥のないように⾏うものとする。 

（13）溶接部には、検査において不合格となる次のような欠陥がないものとする。 
ア．割れ 
イ．溶込み不⾜ 
ウ．ブローホール 
エ．スラグ巻込み 
オ．融合不良 
カ．アンダーカット 
キ．オーバーラップ 
ク．極端な溶接ビードの不揃い 

（14）現場溶接は、原則として、一方向から逐次⾏うものとする。 
（15）仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを標準とし、仮付け溶接のみが先⾏する場合
は、連続 3 本以内にとどめるものとする。 

（16）既設管との連絡又は中間部における連絡接合は、通常伸縮管又は鋼継輪で⾏うものと
する。 

 
２－３－４ ガスシールドアーク溶接 
１．溶接士の資格 
溶接作業に従事する溶接士は、JISZ3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基
準)または、これと同等以上の有資格者であることとする。 

 

２．軟鋼溶接用ワイヤ及び使用ガス  
炭酸ガスアーク溶接に使用するワイヤについては、JISZ3312(軟鋼及び高張⼒鋼及び低温



69 

 

用鋼用マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ)に準拠するものとする。 
（１）ワイヤは、JISZ3312 に適合するもので、⺟材に合わせたものを使用するものとする。 
（２）フラックス入りワイヤ及びノーガス用ワイヤは JISZ3313(軟鋼、高張⼒鋼及び低温
用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)に適合するもので⺟材に合わせたものを使
用するものとする。 

（３）ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、錆、油脂、ごみ、その他有害物が付着しな
いよう管理するものとする。 

（４）溶接に使用する炭酸ガスは、JISK1106(液化炭酸ガス)の第 2 種又は第 3 種とするも  
のとする。アルゴン又は酸素を併用する場合は、JISK 1105(アルゴン) 又
JISK1101(酸素)を使用するものとする。なお、その他のガスを使用する場合は、あら
かじめ監督員に報告するものとする。 

 
３．溶接 
溶接は、原則として、「2-3-3アーク溶接」の3に準ずるとともに次によるものとする。 
（１）炭酸ガス、アルゴン等のボンベは、作業上支障とならない場所に垂直に置き、かつ、
衝撃、火気等に十分注意して管理するものとする。 

（２）溶接機の設置又は移動のときは、鋼管内面塗装を損傷しないよう十分注意するもの
とする。 

（３）溶接電流、アーク電圧、ガス流量等は、この種の条件に最適なものを使用するもの
とする。 

（４）溶接作業中は、溶接ヒュームの発生量が、アーク溶接より多いので、作業継続時間
と換気には十分注意するものとする。 

 
２－３－５ 塗覆装の前処理 

溶接終了後、塗覆装に当たっては鋼面との密着を良くするため、以下の前処理を⾏うもの
とする。 

１．鋼面の清掃 
（１）鋼面は、清浄かつ乾燥した状態にするものとする。 
（２）スラグ、スパッタ及び溶接ビード部分の塗装に有害な突部などを電動サンダ、グライ
ンダ、ワイヤブラシ、その他適当な器具で取り除いて、鋼面をなるべく滑らかに仕上げ
るものとする。 

（３）鋼面に付着している油分、ほこりその他の異物は、ワイヤブラシ等を用いて除去する
ものとする。 

（４）工場塗装と現地塗り重ね部はディスクサンダ、サンドペーパーで目荒らしを⾏い、表
面を粗にすると共に、工場塗装端部はテーパーをつけるものとする。 

 

２－３－６ 無溶剤形エポキシ樹脂塗装 
1．一般事項 
無溶剤形エポキシ樹脂塗料及び塗装方法は、JWWA K 157(水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗
料塗装方法)、WSP072(水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法‐現場溶接部の動⼒工具
による下地処理と手塗り塗装)に準拠するものとする。 
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２．塗装 
（１）下地処理 
ア．溶接によって生じたヒュームは、溶接後速やかに乾いた布でふき取るものとする。 
イ．スラグ除去、及びビードの著しい凹凸の整形をグラインダによって⾏うものとする。
同時に、スパッタ、板付けピース跡などの塗膜に有害な突起もグラインダによって除去
し、平滑に仕上げるものとする。 
ウ．ほこり、泥が付着しているときは、布でふき取るものとする。水分が付着している 
ときは、乾いた布でふき取った後、乾燥させるものとする。油分が付着しているとき
は、溶剤を含ませた布で除去するものとする。 
エ．工場無塗装部は、ロータリー式下地処理工具によって、SSPC-SP11の等級に仕上げる
ものとする。 
オ．工場プライマー部において、現場溶接の溶接熱などによって焼損した部分、発錆し        
た部分、鋼面が露出した部分は、ロータリー式下地処理工具によって、プライマーを
除去し、SSPC-SP11の等級に仕上げるものとする。  
カ．工場塗装部及び工場プライマー部(健全部)は、ディスクサンダー処理によって表層
のみ面粗しを⾏うものとする。  
キ．工場塗装部の面粗し範囲は幅約 25mmとし、端部はテーパをつけるものとする。 
注)SSPC-SP11:動⼒工具で粗さを残す又は粗さをつけながら鋼面まで除錆する処理
であり、 ISO8501-1のSa2相当(ブラスト処理)に位置付けられている。 

（２）塗料の選定 
ア．塗料は、JWWA K 157の箇条4に適合したものを使用するものとする。 
イ．現場プライマーは、JWWA K 135の附属書Aによるものとする。 

（３）塗料の配合調整 
ア．塗料は配合調整に先⽴ち、塗料製造業者の指定する有効期限内にあることを確かめた
後、清潔な容器を用い、塗料製造業者の指定する混合比に従って主剤と硬化剤を丈夫な
へら、攪拌機などにより異物の混入防止に十分注意して完全に攪拌するものとする。 
イ．調整した塗料は、塗料製造業者の指定する可使時間内に使用しなけらばならない。 

（４）塗装 
ア．塗料は、JWWA K 157の4．7に示した有効期間内に使用するものとする。 
イ．塗料の加温は、JWWA K 157の4．7に示した温度範囲内とするものとする。 
ウ．下地処理後に、現場プライマーを塗装した後、塗料を塗装するものとする。プライマ
ーと塗料、及び塗料相互の塗り重ね間隔を確保するものとする。 
エ．塗装作業は、はけ、へら、ローラなどによって⾏うものとする。 
オ．工場塗装部との塗り重ね範囲は幅約 20mmとするものとする。 
カ．塗膜に異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り残しなどの欠陥が生じないように塗
装するものとする。 
キ．塗り重ねは、JWWA K 157の4．7に示した塗り重ね間隔で⾏うものとする。 

（５）塗膜の養生 
ア．塗膜は、指触乾燥までの間に、ほこり、水分が付着しないように保護するものとする。 
イ．塗膜は、自然乾燥とするものとする。 

（６）塗膜の厚さ 
硬化後の塗膜の厚さは、0.4mm以上(プライマーを含む)とするものとする。 
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ただし、受渡当事者間の協議によって、塗膜の厚さを増すことができるものとする。 
（７）通水までの塗膜の乾燥期間 

塗装後、通水までの塗膜の乾燥期間は、塗膜性能及び通水後の水質を考慮して、自然乾
燥の場合 7日間以上確保しなければならない。なお、塗膜の硬化促進のために、JWWA K 
157の本体4．7に示した温度範囲内で加熱してもよいものとする。 

 
２－３－７ タールエポキシ樹脂塗装 
 この塗装は、JWWAK115(水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法)に準拠して⾏うものとする。 
なお、代替として JWWAK135(水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法)を使用することができる
ものとする。 
１．塗料 
（１）受注者は、塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理にあたるとともにその
性状表を監督員に提出するものとする。 

 

（２）受注者は、塗料製造業者あるいは塗装業者に対し、製造ロットごとに JWWA K 115に
規定する試験方法により試験を⾏わせ、その成績表を監督員に提出するものとする。 

 
２．塗装 
（１）塗装の厚さは JWWA K 115の 3．5に準拠するものとする。 
（２）塗料は、混合調整に先⽴ち塗料製造業者の指定する有効期限内にあること及び塗装条件
に適合することを確かめ、所定の混合比になるよう主剤と硬化剤とを攪拌機、へら等によ
り十分攪拌するものとする。 

（３）混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、これを経過したものは使
用してはならない。 

（４）塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレーなどを用いて、縦・横に交差させながら⾏うも
のとする。また、ハンドスプレーで塗装を⾏う場合は、被塗装物に適合したノズルのチッ
プ角度を選び、鋼面の吹付け圧⼒が適正になるように鋼面とノズルとの距離を保つものと
する。 

（５）塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれなどがなく、均一な塗膜が得ら
れるように⾏うものとする。 

（６）塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔(時間)で塗装し、層間はく離
が起きないようにするものとする。この場合、同一塗料製造業者の製品を重ね塗りする
ことを標準とする。 

（７）工場塗装と現場塗装の塗り重ね幅は 20mm 以上とし、工場塗装の表面は、電動サンダー、
シンナーふき等で目荒しにし、層間はく離の起きないよう十分注意するものとする。 

（８）塗装作業は、原則として気温 5℃以下のとき、相対湿度 80%以上のとき、降雨、強風等
のときは⾏わないものとする。 

（９）塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切な保護を⾏うものとする。 
（１０）塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、完全硬化乾燥時間以上とするものと
する。 

 

２－３－８ ジョイントコート 
この作業は、日本水道協会規格 JWWA K  153(水道用ジョイントコート)に準拠するものとする。 
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１．水道用塗覆装鋼管の現場溶接継手部外面防食に用いるジョイントコートは、プラスチッ
ク系ジョイントコートとし、熱収縮チューブと熱収縮シートとの 2 種類がある。なお、各
種衝撃強さによりⅠ形、Ⅱ形の 2 タイプがある。 

 
表－2.11ジョイントコートのタイプと工場塗覆装の種類とタ

イプ 
タ イ 
プ 

工場塗覆装の種類とタイプ 
直管の場合 異形管の場合 

Ⅰ形 ポリウレタン被覆(Ⅰ形) 
ポリエチレン被覆(Ⅰ形) 

ポリウレタン被覆(Ⅰ形) 

Ⅱ形 ポリウレタン被覆(Ⅱ形) 
ポリエチレン被覆(Ⅱ形) 

ポリウレタン被覆(Ⅱ形) 
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２．プラスチック系ジョイントコートの巻付け構成は、図-2.3 のとおりとするものとする。 
 
 

種類 タイプ 
Ⅰ形 Ⅱ形 

 
 
 
 
 
 
 
プラスチック系 ジ
ョイントコート 

 
（熱収縮チューブ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・熱収縮チューブ厚さ 
基 材:1.5mm 以上 
粘着材:1.0mm 以上 

 
・熱収縮チューブ厚さ 
基 材:1.5mm 以上 
粘着材:1.0mm 以上 

・ポリエチレンシートＰ厚さ 
1.0 ㎜以上 

 
 
 
 
 
 
 
プラスチック系 ジ
ョイントコート 

 
（熱収縮シート）  

・熱収縮シート厚さ 
基 材:1.5mm以上 
粘着材:1.0mm 以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・熱収縮シート厚さ 

基 材:1.5mm 以上 
粘着材:1.0mm 以上 

・ポリエチレンシートＰ厚さ 
1.0 ㎜以上 

図-2.3 ジョイントコート施工後の構成及び付属品 
 
３．ジョイントコートの種類、施工方法等に関して着工前に監督員に報告するものとする。 

 
４．被覆面の下地処理 現場溶接継手部は以下の下地処理
を⾏うものとする。 
（１）溶接によって生じたスラグ、スパッタ、板付けピース跡、ビード部凹凸などの有害な突 
起は、ディスクグラインダなどによって除去又は滑らかに仕上げるものとする。 

（２）スケール、さび、熱影響を受けたプライマーなどは、カップワイヤーブラシ、ディスク 
サンダーなどで除去するものとする。 

（３）ほこり、泥が付着しているときは、布などでふき取るものとする。 
（４）水分が付着しているときは、乾いた布などでふき取った後、鋼面を十分に乾燥させるも
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のとする。 
（５）油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布などでふき取るものとする。 

 
５．熱収縮チューブの施工 
（１）工場被覆の端面の⾓度が 45°を超える場合は、45°以下に整形するか、図－2.4のように、
あらかじめ管周に沿ってシーリング材を装着するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2.4シーリング材の施工 
 
（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃程度に予熱するものと
する。 

（３）あらかじめセットしておいた熱収縮チューブを被覆位置まで戻す。熱収縮チューブと工場被
覆との重ね⻑さは、両側とも50mm以上とするものとする。 

（４）はく離紙をはがし、上端部に適当な浮かしジグを挿入し、熱収縮チューブと鋼管との間隔が
同程度となるようにするものとする。 

（５）熱収縮チューブの加熱収縮は、次によるものとする。  
手順 1:熱収縮チューブの中央部を円周方向に 360°均一に収縮させるものとする。この時、管

軸方向の加熱収縮は⾏わないものとする。  
手順 2:熱収縮チューブの軸方向半幅に対し、熱収縮チューブ中央部から側端部へ空気を迫い出

す要領で加熱収縮を⾏うものとする。  
手順3:軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を⾏うものとする。  
手順 4:熱収縮チューブの収縮がほぼ完了した後、熱収縮チューブの端部から粘着材がはみ出る

程度まで全体を均一に収縮させるものとする。  
手順 5:加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて、溶接ビード部、工場被覆端部の段差をロー

ラで整形するものとする。 
（６）熱収縮チューブ(Ⅱ形)の場合は、前記(1)〜(5)の施工後、以下を⾏うものとする。 
ポリエチレンシート Pを、管の頂点から 45°の位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付
けるものとする。 
巻き終わったあと、図－2.3のようにテープ又は固定バンドでポリエチレンシート Pを固定す

るものとする。 
 
６．熱収縮シートの施工 
（１）工場被覆の端面の⾓度が 45°を超える場合は、45°以下に整形するか図－2.4のようにあ
らかじめ管周に沿ってシーリング材を装着するものとする。 

（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃程度に予熱するもの
とする。 

（３）熱収縮シートのはり始め部の両端を、切り除くものとする。 
（４）熱収縮シートと工場被覆部との重ね⻑さは、両側とも 50mm以上とするものとする。 

なお、熱収縮シートの円周方向の重ね⻑さは 50mm以上とするものとする。 
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（５）熱収縮シートのはり始めは、はく離紙をはがしながら、ローラを用いて管の表面に圧着す
るようにはり付けるものとする。 

（６）熱収縮シートのはり始めは、管の頂点から 45°の位置とし、はり始め部端部にシーリング
材を圧着するものとする。 

（７）熱収縮シートの末端をはる時は、しわが生じないように熱収縮シートを軽く引張り、はり
始め部にラップしてはり付けるものとする。 

（８）熱収縮シートのはり付け後、接合用シートの幅方向中央と熱収縮シート端部とが一致する
ように接合用シートをはり付ける。接合用シートは、はり付ける前に予め専用バーナーを用
いて接合用シートの接着面が軟化するまで加熱するものとする。接合用シートは、圧着むら
が生じないように加熱しながら、ローラで十分に均一に圧着するものとする。 

（９）熱収縮シートの加熱収縮は、次によるものとする。 
手順 1:熱収縮シートの中央部を円周方向に 360°均一に収縮させるものとする。この時、
管軸方向の加熱収縮は⾏わないものとする。 

手順 2:熱収縮シートの軸方向半幅に対し、熱収縮シート中央部から側端部へ空気を追い出
す要領で加熱収縮を⾏うものとする。 

手順3:軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を⾏うものとする。 
手順4:熱収縮シートの収縮がほぼ完了した後、熱収縮シートの端部から粘着材がはみ出る
程度まで全体を均一に収縮させるものとする。 

手順 5:加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて溶接ビード部、工場被覆端部の段差をロ
ーラで整形するものとする。 

（10）熱収縮シート(Ⅱ形)の場合は、前記(1)〜(9)の施工後、以下を⾏うものとする。ポリエチ
レンシート Pは、熱収縮シートのラップ部と逆方向の管の頂点から 45°の位置から巻き始め、
幅合わせをしながら巻き付けるものとする。巻き終わったあと、図－2.3のようにテープ又
は固定バンドでポリエチレンシートPを固定するものとする。 

 
７．ゴム系外面防食材料の施工(参考) ゴム系外面防食材料は、火気が使用できない場合、通水
管など鋼面温度を 60℃以上に予熱できない場合に使用することができるものとする。なお、
この施工は JWWA K 153(水道用ジョイン トコート)、WSP012(水道用塗覆装鋼管ジョイントコ
ート)に準拠して⾏うものとする。 

 
２－３－９ 検査 
１．溶接検査 
検査は、JIS Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)によるものとする。なお、これによ
り難い場合は、JIS Z 3060(鋼溶接部の超音波探傷試験方法)によるものとする。または JIS 
Z3050(パイプライン溶接部の非破壊検査方法)により⾏うものとする。ステンレス鋼溶接部の
検査は、JIS Z 3106(ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法)による。 
（１）鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法(放射線透過試験方法) 
ア．一般事項 
（ア）溶接部は、外観及び透過写真(ネガ)によって発注者の検査を受けるものとする。

撮影口数は、監督員が必要と認めた場合、撮影口数を増やすことができるものとす 
る。 

（イ）透過撮影頻度は、表2－11のとおりとする。 
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表2.11 透過撮影標準頻度（現場状況に勘案して増減することができる） 
 

構造 溶接口数 撮影頻度（検査率） 
水管橋部 － 全箇所（100％） 

 
 
添架管および 
埋設管 

4口以下 全箇所（100％） 

5口以上 
99口以下 

溶接口数をnとした場合 
ｎ1/2箇所以上 
ただし最低4箇所 

100口以上 溶接口数の10％以上 
 

 
推進管および 
その前後 

5口以下 全箇所（100％） 
6口以上 
99口以下 

溶接口数をnとした場合 
2ｎ1/2箇所以上 

100口以上 溶接口数の20％以上 
 

（ウ）透過写真(ネガ)は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提出す
るものとする。 

イ．放射線透過試験の判定基準 
溶接部の判定は、JIS Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)及びJIS Z 3106(ステン

レス鋼溶接継手の放射線透過試験方法)の3類以上とするものとする。 
（２）鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法(超音波探傷試験方法) 
ア．一般事項 
（ア）検査箇所は、溶接口数の 10％以上とするが、1口につき管径 900㎜以下は 1箇所、
管径 1000㎜以上は 2箇所を標準とし、その箇所は監督員が指示するものとする。また、
1箇所の検査⻑さは30㎝を標準とする。 
ただし、監督員が必要と認めた場合は、検査箇所及び検査⻑さを増すことができるも

のとする。 
（イ）検査作業に先⽴ち、検査方法、工程、報告書の作成様式について、監督員の承諾を得
た後、この作業にとりかかるものとする。 

イ．超音波探傷試験の判定基準 
M線を超える高さのきずエコーを評価の対象とし(M検出レベル)、判定は、JISZ3060の 3

類以上とするものとする。 
ウ．記録 
試験を⾏った後、次の事項を記録し、監督員に提出するものとする。 
（ア） 施工業者名 
（イ） 工事名称 
（ウ） 試験番号又は記号 
（エ） 試験年月日 
（オ） 検査技術者名及び資格者名 
（カ） ⺟材の材質及び板厚 
（キ） 溶接方法及び開先形状(余盛形状、裏当⾦密度を含む) 
（ク） 探傷器名 
（ケ） 探触子の使用及び性能 
（コ） 使用した標準試験片又は対比試験片 
（サ） 探傷部分の状態及び手入れ方法 
（シ） 探傷範囲 
（ス） 接触媒質 
（セ） 探傷感度 
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（ソ） 最大エコーの⻑さ 
（タ） きず指示の⻑さ 
（チ） きず位置(溶接線方向の位置、探触子－溶接部距離、ビーム路程) 
（ツ） 試験結果の分類 
（テ） 合否とその基準 
（ト） その他の事項(⽴会い、抜取り方法) 

 
２．塗覆装検査 
（１）各現場塗装箇所は、監督員の検査を受けるものとする。この場合、主任技術者又は現場代理
人が⽴会うものとする。 

（２）検査を受けるときは、検査に必要なピンホール探知機、電磁膜厚計等を準備するものとする。 
（３）検査順序 

ア．内面塗装 
（ア）外観検査：目視により塗装面の仕上がり状態を検査し、塗装表面のたれ、しわ、流れ、
光沢、平滑度並びに変色などについて有害な欠陥がなく、また塗り残し及びピンホールの
ないことを確認するものとする。 

（イ）ピンホール及び塗り残し：ピンホール探知器により塗膜全面について⾏い、火花の発生
がないものとする。 
この場合の電圧は、次によるものとする。 

 

表－2.12  塗模厚と試験電圧 
 

塗膜厚(mm) 試験電圧(V) 
0.4 1、600〜2、

(参考:0.3mmの場合は、1、200〜1、600V) 
 

（ウ）厚さ：電磁微厚計その他により、その各所の円周上任意の4点(ただし、溶接ビー ド
除く)で測定するものとする。 

イ．外面塗装 
(ア) タールエポキシ塗装及び液状エポキシ塗装は、前項ア．内面塗装に準ずるものとする。 
(イ)プラスチック系ジョイントコートは、表－2.13の項目について確認を⾏うものとする。 
なお、Ⅱ形の場合表－2.13の項目については、ポリエチレンシート Pの施工前に⾏うも
のとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 



78 

 

表－2.13  被覆後のジョイントコートの確認事項 
 

項 目 確 認 内 容 
 
 
 
 
外 観 

焼 損 焼損があってはならない。 
両端のめくれ 有害な欠陥となる大きなめくれがあってはならない。 
ふくれ ジョイントコートの両端から50mm以内にふくれがあ 

ってはならない。 
工場塗装部との重ね⻑さ 片側50mm以上とする。 
円周方向の重ね⻑さ 
(熱収縮シートの場合) 

50mm以上とする。 

 
ピンホール 

ピンホール探知機を用いて検査を⾏い、火花の発生す 
るような欠陥があってはならない。 
この場合の検査電圧は、8〜10kVとする。 

 
膜厚 

加熱収縮後のジョイントコートの厚さは、 
 

1.6＋規程せず㎜とする。 
－0.1 

 
２－３－１０ 手直し 
１．溶接 
検査の結果、不合格となった溶接部は、全周撮影し、不良箇所については⼊念に除去し、開

先、その他の点検を⾏ったうえ、再溶接し、再び検査を受けるものとする。 
 
２．塗覆装 検査の結果、不合格となった箇所は、ナイフ又はへら等で塗膜を入念に切り取り、
鋼面の処理からやり直し、再び検査を受けなければならない。ただし、欠陥が表面のみの場合は、
監督員の指示により手直しを⾏うことができるものとする。なお、水素ガスの発生に起因する欠
陥は、微妙なものを除き、鋼面より再塗装するものとする。 
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第４章 ビニル管及びポリエチレン管の接合 
 

ビニル管及びポリエチレン管の接合は「施工基準」によるものとするが、これによらない 
  場合は以下のとおりとする。 

 
２－４－１ ビニル管の接合 
１．TS 接合 
（１）接合に先⽴ち、管体に挿入寸法をマジックインキ等で表示した後、施工するものとする。 
（２）接着剤塗布前に、管を継手に軽く挿入してみて、管が止る位置(ゼロポイント)が受口⻑さ  
の 1/3〜2/3の範囲であることを確認するものとする。 

（３）管の切断を⾏った場合、⾯取器やヤスリ等を使って管外⾯の⾯取り（1〜2mm）を⾏う
ものとする。 

（４）接着剤を標線以上にはみ出さないように刷毛で薄く塗り、接着剤が乾燥しないうちに管を  
一気にひねらず挿入し、30〜60秒そのまま押えつけておくものとする。 

（５）挿入は原則として、てこ棒又は挿入機等を使用し、叩き込まないものとする。また、作業  
中接着剤塗布面に泥、ほこり等がつかないように注意するとともに、はみ出した接着剤及び
こぼれた接着剤は、管に付着しないように取り除くものとする。 

（６）接合直後に接合部に曲げ応⼒など無理な⼒を加えないものとする。 
（７）陸継ぎをしながら布設する場合は、接合直後夏季は 1時間、冬季は 2時間以上静置した後、
溝内におろすようにするものとする。なお、無理な曲げ配管は避けるものとする。 

（８）配管終了時には、溶剤蒸気によるクラック防止のため、管内に溜っている溶剤蒸気をその  
まま放置することなく、できるだけ速やかに排出するものとする。 

（９）接着剤の品質及び取扱いは、次のとおりとする。 
ア．接着剤は JWWA S 1O1(水道用硬質塩化ビニル管の接着剤)に規定するものを使用するも
のとする。 
イ．接着剤は、可燃物であるから火気のある場所に保管せず又はこの様な場所で取り扱わな    
いものとする。 

ウ．使用後は密封し、冷暗所に保管するものとする。 
なお、保管に当たっては、「消防法」に適合するよう貯蔵量等に十分注意するものとする。 
エ．接着剤が古くなり、ゼラチン状のようになったものは使わないものとする。 

 
２．ゴム輪RR形接合 
（１）ゴム輪は、フラップ部が受口の奥に向くようにして、ゴム輪溝部に正確に装着するものと  
する。 

（２）管挿し口及び継手のゴム輪に、刷毛又はウエス等で滑剤を十分に塗布するものとする。  
なお、滑剤は塩化ビニル管専用のものを使用するものとする。 

（３）滑剤を塗り終ったら、直ちに挿入機等で標線まで管を継手に挿入するものとする。なお、  
挿入後全円周にわたってゴム輪が正常な状態か十分に確認するものとする。 

（４）切管した場合、挿し口はヤスリ等で面取り（管厚の 1/2.約 15°）をするとともに管端よ
り受口⻑さを測り、管体にマジックインキ等で標線を入れるものとする。 

 
３．その他の接合 塩化ビニル管と異種管あるいは弁類を接続する場合は、各継手形式により、
前各項に準じて⾏うものとする。 
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２－４－２ ポリエチレン二層管 
１．差込み深さを確認し、管には必ずマーキングするものとする。 

 
 

２．継⼿の中⼼にポリエチレン管の管軸を合わせて、極⼒まっすぐに差込み、マーキング

がキャップ端面と一致するまで差し込むものとする。 
 
３．挿入工具を使用する場合には、管が傾いた状態で無理に差込まないようにす

るものとする。 
 
４．接合終了後、継⼿または管を適度に引張り、正しく接合されていることを
確認するものとする。 

 
２－４－3 水道配水用ポリエチレン管 
基本的なＥＦ継手の接合方法を以下に示す。 
１．管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切断除去するものとする。 

 
２．管端から測って規定の差込⻑さの位置に標線を記入し、削り残しや切削むらの確認を容易に
するため、切削する面にマーキングするものとする。 

 

 
３．スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削(スクレープ)する。スピゴット継手類
についても管と同様に取扱うものとする。 

 

 
４．切削面と EF ソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン等を浸み込ませたペ一パータ
オル等で清掃する。清掃は、きれいな素手で⾏うものとする。軍手等手袋の使用は厳禁である。 

 
５．切削・清掃した管を挿入し、端面に沿って円周方向に標線を記入するものとする。 

 
６．管を標線位置まで挿入し、固定クランプを用いて管を固定するものとする。 

 
７．管に一定の電⼒を供給するには、コントローラを使用する。コントローラヘの供給電源(発電
機等)は、必要な電圧と電源容量が確保されていることを確認し、電源を接続、コントローラの
電源スイッチを入れる。共用タイプ以外のコントローラは EF 継手とコントローラが適合してい
ることを確認するものとする。 

 

 
８．管の端子にコントローラの出⼒ケーブルのコネクタを接続し、コントローラに附属のバーコ
ードリーダーで融着データを読み込ませるものとする。 

 

 
９．コントローラのスタートスイッチを入れ通電を開始する。通電は自動的に終了する。なお、継
手に通電終了時刻を記入する。 

 

 
10．端子のインジケータが左右とも隆起していることを確認する。コントローラの表示が正常 終
了を示していることを確認するものとする。 

 

 
11．融着終了後、通電終了時刻に表－2.16 に示す規定の時間を加算したクランプ取り外し可能時
刻及び接合者氏名を継手に記入し、静置・冷却する。冷却中は固定クランプで固定したままに
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し、接合部に外⼒を加えない。 

表－2.16  冷却時間 
 

呼び径(mm) 50 75 100 
冷却時間(分) 5 10 

 
12．冷却終了後、固定クランプを取り外して接合作業を終了する。 

 
13．融着作業中の EF 接合部では、水が付着することは厳禁である。 水場では十分なポンプアッ
プ、雨天時にはテントによる雨よけなどの対策が必要である。また、管内からの水及び結露
等に対しても考慮した施工を⾏うこと。 

 
 

 
 

①通電により発熱し、樹脂を溶融させる電熱線 
②通電されたことを示すインジケータ 
③通電時間などを制御するコントローラ 

 
図－2.9 EF 接合 

 
14．通水は、最後の EF 接合が終了し固定クランプを外せる状態になってから、呼び径 50mm、

75mm、100mm の EF 継手は 30 分以上経過してから⾏うものとする。なお、メカニカル継手に

よる接合の場合は、接合完了後すぐに通水ができるものとする。 
 
15．水道配水用ポリエチレン管用 EF コントローラ・専用工具は、融着不良や動作不良等のトラブ
ル、感電及び火災等の事故を引き起こす場合があることから、トラブルや事故を未然に防止す
るため、日常点検及び定期点検を実施するものとする。 

 
16．接合作業は、その都度必要事項をチェックシートに記入しながら⾏うものとする。 

 
17．石、まくら木等の固形物及び構造物等が管に直接当たらないようにするものとする。また、埋

戻しの際には、鋭利な埋戻し材が管に直接当たらないようにするものとする。 
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18．詳細については「水道配水用ポリエチレン管及び管継手施工マニュアル」(配水用ポリエチレ
ンパイプシステム協会)を参照するものとする。 

 
２－４－８ その他の接合 
水道配水用ポリエチレン管と異種管あるいは弁類などと接続する場合は、接続の形式により、
各項に準じて⾏うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

 
 

第５章 バルブ等付属設備設置工事 
 

バルブ等付属設備設置工は「施工基準」によるものとするが、これによらない場合は以下のと
おりとする。 

 
２－５－１ 一般事項 
１．バルブ、水道用急速空気弁、消火栓等付属設備は、設計図書に基づき正確に設置する。設置
に当たっては、維持管理、操作等に支障のないようにするものとする。なお、具体的な設置場所
は、周囲の道路、家屋及び埋設物等を考慮し監督員と協議して定めるものとする。 

 
２．これら付属設備相互間は、それぞれの弁筺等に干渉しないように設置位置を選定するものと
する。 

 
３．弁類の据付けに当たっては、正確に芯出しを⾏い、堅固に据付けるものとする。 

 
４．鉄蓋類は構造物に堅固に取り付け、かつ路面に対し不陸のないようにするものとする。 

 
５．弁筺の据付けは、沈下、傾斜及び開閉軸の偏心を生じないよう⼊念に⾏うものとする。 

 
６．弁室等を設置する場合は、所定の基礎砕石等を敷き込み十分に転圧のうえ、ならしコンクリ
ートを打設するものとする。 

 
２－５－２ バルブ設置工 
１．バルブは設置前に弁体の損傷、弁体の開閉動作及び弁の開閉方向を点検し、開度「閉」の状
態で設置するものとする。 

 
２．バルブの据付けは、鉛直又は水平に据え付ける。また、据付けに際しては、重量に⾒合った
クレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方向を定め安全確実に⾏
うものとする。 

 

 
３．開度計の取り付けられたバルブは、開度計を汚損しないよう特に留意し、布等で覆っておく。 

 

 
４．主要なバルブは、弁室内の⾒やすい所に製作メーカー、設置年度、口径、回転方向、回転数、
操作トルク等を明示した表示板等を取り付けるものとする。 

 
５．弁栓ボックス内の埋め戻しについては、弁箱の中段程度までの埋め戻しとする。 

 
２－５－３ 消火栓設置工 
１．フランジ付きＴ字管の布設に当たっては、管芯を水平に保ち支管のフランジ面が水平になる
よう設置するものとする。 

 
２．消火栓及び補修弁の設置に先⽴ち、弁の開閉方向を確認するとともに、弁体の異常の有無を
点検するものとする。 
３．消火栓の取り付けに当たっては、地表面と消火栓の弁棒キャップ天端との間隔を 20cm〜
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25cm程度となるようにフランジ短管により調整するものとする。 
 
４．補修弁の取り付けに当たっては、フランジ付Ｔ字管に取り付けるものとし、高さの調整
は補修弁の上部で短管処理するものとする。 

 
５．設置完了時には、補修弁を「開」とし、消火栓は「閉」としておくものとする。 

 
２－５－４ 水道用急速空気弁設置工 
１. 空気弁及び補修弁の設置に当たっては、2-5-3「消火栓設置工」に準ずるものとする。 
 
２. 空気弁の据付は、2°以上傾けて設置すると正規の効果を得られないので、注意して設置す
るものとする。 

 
３. 補修弁の選定に当たっては、原則として地下式はキャップ式とし、地上式はレバー式とす

る。 
 
４. 充水後、正常に動作していることを確認すること。 

 
２－５－５ 排水（ドレン）弁設置工 
１．排水弁の設置に当たっては、2-5-2「バルブ設置工」に準ずるものとする。 

 
２．排水設備の設置場所は、原則として管路の凹部付近で適当な河川、又は排水路等のあると 
ころとするものとする。 

 

 
３．放流水面が管底より高い場合は、排水 T 字管(どろ吐き管)と吐き口との途中に必要に応じ 
て排水ますを設けるものとする。なお、吐き口は必ず放流水面より高くするものとする。 

 

 
４．吐き口付近の護岸において、放流⽔によって洗掘又は破壊される恐れのある場合は、洗掘 
防止措置を施すものとする。 

 
２－５－６ 給水管設置工 
１．給水管については、「津山市水道給水装置施工基準規程」「第 2 編 第 2 章 ダクタイル鋳鉄
管の接合」「第 2 編 第３章 鋼管接合及び溶接塗覆装工事」及び「第 2 編 第 4 章 ビニル管及
びポリエチレン管の接合」によるものとする。 

 
２．公道部分においては、明示シートを設置するものとし、また、φ50mm 以上の給水管には明
示テープを取り付けるものとする。 
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第６章 さや管推進工事 
 

２－６－１ 一般事項 
工事着手に際して提出する施工計画書及び工程表は、関連工事の進⾏に支障のないよう留意 

して作成するものとする。 
 
２－６－２ さや管 
さや管は原則として、日本下水道協会規格 JSWAS－A2(下水道推進工法用鉄筋コンクリート管)

の標準管を使用するものとする。ただし、設計図書で選定している場合はこの限りでない。 
 
２－６－３ 推進工 
１．工事に先⽴ち、土質調査資料を十分検討し、推進方法及び補助工法等を選定するものとする。 

 
２．さや管の押込みに当たっては、中心線及び高低を確定しておくものとする。また、推進台 
は中心線の振れを生じないよう堅固に据付けるものとする。 

 

 
３．支圧壁は、⼭留背面の地盤の変動による異常な荷重及び管押込みによる推⼒に十分耐える 
強度を有し変形や破壊がおきないよう堅固に築造するものとする。 

 

 
４．支圧壁は、⼭留と十分密着させるとともに、支圧面は、推進計画線に直角かつ平坦に仕上 
げるものとする。 

 

 
５．発進口は、特に地山の崩壊、路面の陥没などの危険が多いので、鏡切りに際しては、観測 
孔等により、地山の安定を確認した後に⾏うものとする。 

 

 
６．発進初期は、推進地盤の乱れ等によって発進直後に刃口が沈下しないよう慎重に⾏うものと
する。 

 

 
７．ジャッキ推進は、推進地盤の土質に応じ、切⽻、推進管、支圧壁等の安定を図りながら慎 
重に⾏うものとする。 

 
８．推進に当たっては、管の強度を考慮し、管の許容抵抗⼒以下で推進するものとする。 

 
９．推進中は推⼒の管理の方法として、常時油圧ポンプの圧⼒計を監視し、推⼒の異常の有無 
を確認するものとする。なお、推進中は管一本ごとの推⼒を測定し、記録しておくものとす 
る。 

 

 
10．推進中に推⼒が急激に上昇した場合は、推進を中止し、その原因を調査し、安全を確認し 
た後に推進を⾏うものとする。 

 

 
11．管内掘削は推進地盤の状況、湧水状態、噴出ガスの有無等の調査を⾏い、作業の安全を期 
すものとする。また、掘削に当たっては、管内に入った土砂のみを掘削し、先掘り等により 
周囲の土砂を緩めないものとする。 

 

 
12．推進中、監督員が指示した場合は、地質の変化があることに資料を採収し、地層図を作成 
し、提出するものとする。 
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13．推進中は管一本ごとに中心線、高低及びローリングの測量を⾏い、推進精度を確保するも 
のとする。 

 

 
14．管の蛇⾏修正は、蛇⾏が小さいうちに⾏い、管に過度な偏圧⼒がかからないようにするた 
め、急激な方向修正は避けるものとする。また、蛇⾏修正中は、計測頻度を多くし、修正の 
効果を確認するものとする。 

 

 
15．さや管の接合部は、地下水及び細砂等が流入しないようなシーリング材を充填する。また、 
押込口には、水替え設備を設け、排水を完全に⾏うものとする。 

 

 
16．推進中は、常時付近の状況に注意し、周囲の構造物に影響を与えないよう、必要な措置を 
施すものとする。 

 

 
17．推進中、障害物、湧水、土砂崩れ等が生じたときは、直ちに臨機の処理をとるとともに監 
督員に報告するものとする。 

 
18．さや管の周囲に隙間を生じた場合は、直ちに裏込注入を完全に⾏うものとする。 

 
19．裏込注入は、管内面から適当な間隔で⾏い、裏辺材の配合は、地質条件で決定するものと 
する。なお、裏込注入計画は、あらかじめ監督員に報告するものとする。 

 

 
20．開放型刃□の場合で、やむを得ず管内掘削を中断するときは、矢板、ジャッキ等で切⽻を 
全面的に⼟留するものとする。 

 
２－６－４ さや管内配管 
１．さや管内は、配管に先⽴ち、完全に清掃するものとする。 

 
２．管は据付前に十分な検査を⾏い、管体が損傷していないことを確認するものとする。 

 
３．配管は、台⾞⼜はソリ等を用いて⾏うものとする。 

 
４．管は上下左右の支承等で固定するものとする。 

 
５．配管は原則として、曲げ配管を⾏わないものとする。なお、さや管の施工状況により、や 
むを得ず管の曲げ接合をする場合は、監督員と協議をするものとする。 

 
６．ダクタイル鋳鉄管の接合は「第 2 章 ダクタイル鋳鉄管の接合」、鋼管の溶接塗覆装工事は 
「第 3 章 鋼管接合及び溶接塗覆装工事」に準ずるものとする。 

 
２－６－５ 押込み完了後の措置 
１．推進完了後、支圧壁等は、配管に先⽴って速やかに取りこわすものとする。 

 
２．さや管と配管との空隙は砂又は発泡モルタル等を用いて完全に充填するものとする。 
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第７章 鋳鉄管推進工事 
 

２－７－１ 一般事項 
施工に当たっては、「2-6-1 さや管推進工事一般事項」に準ずるほか、推進用ダクタイル鋳鉄
管及び推進鋼管の製作に先⽴ち、受注者は応⼒計算書及び承諾図を提出し、発注者の承諾を得
るものとする。 

 
２－７－２ 推進用ダクタイル鋳鉄管の製作 
１．ダクタイル鋳鉄管の製作は、JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)及び JDPA G 1029(推進
工法用ダクタイル鋳鉄管)に準拠し、承諾図どおり⾏うものとする。 

 
２．1 の管外面は、外装に先⽴って、錆、その他の有害な付着物を除去するものとする。なお、 
外装を施さない部分は、JWWA G 113 に基づき塗装するものとする。 

 

 
３．コンクリートの配合は、重量配合とし、その配合比は表-2.21によるものとする。なお、 
セメント、水、骨材の使用に当たっては、「第 1 編 第 2 章 材料 1-2-5セメント及び混和材」 
に準ずるものとする。 

表-2.21  コンクリートの配合比 
 

セメント 水 細骨材 粗骨材 
１ 0.5〜0.7 2〜3.5 1〜2 

 
４．コンクリートの養生は、コンクリートの圧縮強度(σ28)が出荷時 10N/mm2以上になるように、
蒸気養生又は自然養生するものとする。また、自然養生をする場合は、直射日光等を避ける
ため、適当な保護材料及び保護方法により 養生するものとする。 

 

 
５．コンクリートの外装を施した管は、養生期間が終わるまで衝撃等を与えないようにするも
のとする。 

 

 
６．⾦網は JIS G 3551(溶接⾦網及び鉄筋格子)とし、その寸法については、発注者の承諾をう
けるものとする。 

 
７．管の付属品(押輪、割輪、ボルト、ゴム輪等)は、JWWA G 113 に準拠するものとする。 

 
８．フランジ・リブ及び埋込みボルト・ナットの材質は、JIS G  3101(一般構造用圧延鋼材)の

SS400又は同等以上とし、管体との溶接、受口部のタップ穴、埋込みボルト・ナットの寸法許

容差は、JDPA G 1029 に準拠するものとする。 
 
２－７－３ 推進用鋼管の製作 
１．鋼管の製作は、原則として WSP O18-2001(水道用推進鋼管設計基準)に準拠し、承諾図どおり
⾏うものとする。 

 
２．推進鋼管は、本管と外装管との二重構造(Ⅰ型及びⅡ型)とするものとする。 

 
３．二重管の構造は、塗覆装した本管と外装管との間隙にⅠ型はモルタル、Ⅱ型はコンクリー
トを充填したものとする。 
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図-2.20 水逆用推進鋼管 
 
４．モルタル又はコンクリートの充填に当たっては、外装管に本管を挿入して均等な問隔を保
つように組⽴てた後、モルタル又はコンクリートを完全に充填して一体化する。また、推進
管は直射日光を避けるため、適当な保護材料及び保護方法により養生する。 

 

 
５．モルタル又はコンクリートの配合は、重量配合とし、配合比は表-2.22によるものとする。 
なお、セメント、水、骨材の使用に当たっては、「第 1編 第 2章 材料 1-2-5セメント及び混
和 材」に準ずるものとする。 

表-2.22 モルタル又はコンクリート配合比 
 

項 目 
種 別 

セメント 水 細骨材 粗骨材 

モ ル タ ル 1 0.5〜0.7 1〜3 ― 

コ ン ク リ ー ト 1 0.5〜0.7 1〜3 3〜5 

 
６．外装管は、JIS G  3101(一般構造用圧延鋼材)の SS400の鋼材をアーク溶接して製造するも
のとする。 

 
７．本管内面塗装は、原則として水道用液状エポキシ樹脂塗装とするものとする。 

 
８．本管外面塗覆装は、水道用ポリウレタン被覆で塗覆装するものとする。 

 
９．管に付属する現場継手部材は、表－2.23 によるものとする。 
  
２－７－４ 管体検査 
１．管体の工場検査は、JIS、JWWA、JDPA、WSP 規格に準拠して⾏うものとする。 
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２．工場検査は、日本水道協会の検査とするものとする。なお、発注者が特に必要と認めた場
合は、直接検査を⾏うものとする。 

表－2.23  現場継手材 

型 式 継 手 部 材 
 
 
 
Ⅰ 型 

断熱材 亜 鉛 鉄 板 継ぎ輪 
（2分割） 

 

JIS R 3311（セラミック 
フ ァ イ バ ー ブ ラ ン ケ ッ 
ト）3号相当厚さ6ｍｍ 

JIS G  3302（溶融亜鉛めっき 
鋼板及び鋼帯）亜鉛めっき鋼 
板の一般用（SPGC）厚さ 0.4 
ｍｍ Ｚ18 

 
JIS G 3101 
のSS400 

 
Ⅱ 型 

セグメント（ 2〜12  分 割 ） 
鋼材は、ＪＩＳ G 3101のＳＳ400 

又は、同等品以上 
コンクリートは、2-7-3の5のよる 

 
２－７－５ 推進工 

推進工は、「第 6章 さや管推進工事 2-6-3推進工」に準ずるほか、鋼管推進工事の場合は、
次によるものとする。 
（１）グラウトホールは、プラグで栓をし、締付け後全周溶接を⾏うものとする。 
（２）外装部のグラウトホールは、充填材で完全に充填するものとする。 

 
２－７－６ 接合部の施工 
１．ダクタイル鋳鉄管 
（１）推進用ダクタイル鋳鉄管の接合は、「第 2章 ダクタイル鋳鉄管の接合」に準ずるものと
する。 

（２）管接合に当たっては、受口に挿し口を所定の位置まで挿入し、受口端面とフランジ部を
埋込みボルトで表-2.24フランジとナットの標準間隔の寸法になるよう、均等に締付ける
ものとする。 

（３）U形管の接合完了後は、「第 2章 2-2-6 U形ダクタイル鋳鉄管の接合」表 2.9の胴付間隔
を必ず測定するものとする。また、推進中は既に接合を完了した他の継手の胴付 1間隔も
定期的に測定するものとする。 

 
表-2.24 フランジとナットの標準間隔（ｘ） 

管 径（ｍｍ） 間 隔（ｍｍ） 

300 〜 600 3 

700 〜 900 5 

1000 〜 1350 8 

1500 〜 1800 10 

2000 〜 2400 12 

2600 15 
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図-2.21 フランジとナットの間隔 

 
２．鋼管 
（１）鋼管の溶接塗覆装工事は「第 3章 鋼管接合及び溶接塗覆装工事」に準ずるものとする。 
（２）推進完了後、到達口内の推進鋼管端部(プレエンド側)は、グラインダ等を用いて所定の 
開先形状に仕上げるものとする。 

（３）溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるため、推進作業が完了した
後に一括して⾏うものとする。 

（４）Ⅰ型管外装部の接合は、次によるものとする。 
ア．外装は、継輪溶接時の熱による本管外面の塗覆装の損傷を防止するため、本管外面塗
覆装部を包み込むようにして、断熱材、亜鉛鉄板で完全に被覆するものとする。 
イ．外装管の継手部は、2分割された継ぎ輪を確実に取り付け、外面から片面溶接を完全
に⾏うものとする。 

（５）Ⅱ型管外装部の接合は、次によるものとする。 
ア．本管外面塗装後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実に組⽴てるものとする。 
イ．セグメントボルト締付部のチャンネル凹部は、厚さ 3.2㎜の鋼板を当てがい、周辺を
溶接して蓋をし、セグメント表面を平滑にするものとする。 
ウ．外装管とセグメントの間隙には、推進中におけるセグメントの移動、ガタツキを防止
するため、鋼製の楔を打込んで溶接し、固定するものとする。 

 
２－７－７ 検査 
１．ダクタイル鋳鉄管 
（１）U形継手は接合完了後、「第 2章 2-2-6 U形ダクタイル鋳鉄管の接合」表-2.9に基づき、
各継手ごとの胴付間隔を測定するものとする。 
胴付間隔の保持が困難な場合は、締付けトルクを調べ、表-2.10の値であることを確認

するものとする。 
（２）T形継手は接合完了後、測定治具を用い、ゴム輪が正しい位置にあることを確認するも  
のとする。 

（３）水圧検査は、「施工基準」に準ずるものとする。 
（４）継手部の充填モルタル検査は、目視によるモルタルのひび割れ及び平滑度及びハンマリ
ングによるモルタルの浮きについて⾏う。検査の結果、機能上有害な欠陥がないものとす
る。 

 
２．鋼管 
（１）溶接、塗覆装の検査は、「第 3章 鋼管溶接塗覆装工事 2-3-9検査」に準ずるものとする。 
（２）管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について検査するものとする。 


